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子

は

じ

め

に

一
俸
統
的
家
庭
翻
へ
の
批
剣

付
「
良
妻
賢
母
主
義
」
の
聡
入

口
欧
米
型
中
流
家
庭
へ
の
憧
懐

二
女
性
の
努
働
と
新
し
い
家
庭
像
の
模
索

お

わ

り

に
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1'1 

じ

め

家
庭
の
持
つ
一
つ
の
役
割
に
襲
化
が
訪
れ
よ
う
と
す
る
|
|
一
九
二

0
年
代
前
後
の
中
園
の
都
市
部
で
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
時
代
を
迎

え
よ
う
と
し
て
い
た
。

近
代
以
前
、
中
園
の
家
庭
は
儒
教
主
義
の
原
則
に
従
い
、
子
は
親
に
従
い
、
妻
は
夫
に
服
し
て
家
庭
の
形
態
と
秩
序
を
保
っ
て
い
た
。
そ
れ

が
中
華
民
園
の
成
立
に
よ
っ
て
専
制
的
皇
帝
政
治
は
慶
さ
れ
、
中
園
は
共
和
政
治
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
社
舎
構
造
も
ま
た
大
き
な
饗
化
を
遂

げ
る
か
に
見
え
た
。
が
、
そ
れ
も
束
の
開
、
愛
世
凱
の
断
行
し
よ
う
と
し
た
復
古
的
家
族
主
義
の
撞
頭
に
よ
っ
て
、
社
舎
は
再
び
前
時
代
に
引

457 



458 

き
戻
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
と
憤
り
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
民
主
政
治
樹
立
の
気
概
に
燃
え
る
若
い
世
代
に
と
っ

到
底
黙
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

て
は
、
復
古
的
な
家
族
主
義
の
再
来
は

た

決
然
と
儒
教
の
説
く
家
庭
翻
へ
の
反
劃
を
訴
え

貫
際
に
は
「
新
青
年
』
の
時
代
よ
り
以
前
、
既
に
清
末
の
知
識
人
の
中
に
は
、
清
朝
に
劃
す
る
瞳
制
批
判
の
延
長
上
に
立
つ
家
庭
論
が
生
ま

れ
て
い
た
。
家
庭
を
園
家
の
基
礎
と
と
ら
え
る
が
故
に
、
富
裕
な
強
固
の
細
胞
と
な
り
得
る
、
民
主
主
義
と
合
理
性
を
兼
ね
備
え
た
家
庭
の
寅

現
を
主
張
す
る
一
波
か
ら
、
根
本
的
に
家
庭
の
存
在
意
義
を
認
め
な
い
「
家
庭
不
要
論
」
に
立
つ
無
政
府
主
義
者
ま
で
、
現
行
の
制
度
に
疑
問

を
抱
く
者
で
あ
れ
ば
、
家
庭
、
及
び
家
族
制
度
に
つ
い
て
何
ら
か
の
主
張
を
表
さ
ず
に
は
済
ま
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(

1

)

 

一
九

O
四
年
九
月
一

O
日
附
け
の
『
女
子
世
界
』
第
九
期
に
掲
載
さ
れ
た
注
統
員
「
婚
姻
の
自
由
な
関
係
を
論
ず
」
で
は
、
賞
事
者
の
一
意
志

を
無
覗
し
て
、
ま
る
で
水
と
油
の
男
女
を
結
び
つ
け
た
か
の
よ
う
な
婚
姻
は
、
夫
婦
不
和
の
原
因
と
な
り
、
静
い
の
絶
え
な
い
家
庭
に
不
幸
を

(

2

)

 

も
た
ら
す
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
園
勢
民
力
を
も
損
な
い
、
中
園
の
今
日
の
不
振
の
元
を
築
い
た
と
述
べ
る
。
ま
た
履
夷
「
婚
姻
改
良
論
」
に
お

い
て
も
、
中
園
祉
舎
で
行
わ
れ
て
い
る
婚
姻
制
度
が
、

い
か
に
個
人
を
不
幸
に
し
、

ひ
い
て
は
園
家
の
損
失
を
生
み
出
し
て
い
る
か
を
説
く
も
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の
で
あ
る
。
ま
た
、
無
政
府
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
現
在
の
家
庭
で
は
年
長
者
が
ほ
し
い
ま
ま
に
子
弟
の
自
由
を
抑
座
し
て
い
る
が
、
元
は
と

「
家
庭
は
人
類
の
生
理
に
従
っ
て
自
然
設
生
し
た
の
で
は
な
く
、
私
産
強
権
に
基
づ
い
て
出
来
上
が
っ
た
」
の
で
あ
り
、

(

3

)

(

4

)

 

庭
は
祉
舎
の
、
で
き
も
の
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
説
く
に
至
る
。
漢
一
「
段
家
論
」
の
言
う
よ
う
に
、
「
家
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

人
は
利
己
的
に
な
り
、
家
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
女
性
は
日
々
男
性
に
罵
聴
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
家
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ

雪
?
え

J

ば、

「
今
の
家

「
家
は
高
悪
の
源
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
達

す
る
こ
と
に
な
る
。
家
庭
は
歴
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
、
瞳
制
側
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
装
置
に
す
ぎ
ず
、
今
や
有
害
無
盆
な
家
庭
は
消
滅

て
か
ら
無
盆
有
害
の
噴
事
が
、

そ
こ
こ
こ
に
は
び
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
り
、

す
る
に
し
く
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
停
統
的
な
家
庭
親
に
劃
す
る
批
判
そ
の
も
の
は
、
清
末
の
知
識
青
年
の
中
で
既
に
芽
を
吹
い
て
い
た
。
た
だ
、
辛
亥
革
命
以



前
に
現
れ
た
家
庭
制
度
批
判
は
、

『
新
青
年
』
の
時
代
に
現
れ
た
儒
数
主
義
的
家
庭
制
度
へ
の
批
剣
も
、
そ
の
契
機
は
辛
亥
革
命
以
後
の
現
寅
と
蒙
世
凱
の
復
古
政
策
へ
の
反
護

に
由
来
し
た
。
し
か
し
従
来
の
家
庭
親
の
罵
紳
を
解
き
自
ら
の
生
活
基
盤
と
し
て
の
新
し
い
家
庭
像
を
確
立
す
る
作
業
は
、
新
興
都
市
に
出
現

し
た
青
年
知
識
唐
に
と
っ
て
、
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
よ
り
切
買
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

よ
り
密
接
に
清
朝
政
権
へ
の
不
満
と
結
び
附
き
、

専
制
園
家
瞳
制
へ
の
抗
議
の
手
段
と
し
て
機
能
し
た
。

な
る
。 こ

う
し
た
事
情
か
ら
新
文
化
運
動
時
期
か
ら

一
九
二

0
年
代
宇
ば
に
か
け
て
、
新
聞
、
雑
誌
等
で
盛
ん
に
家
庭
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

ハ
5
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呉
虞
に
よ
る
徹
底
的
な
儒
教
主
義
的
家
族
制
批
剣
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
野
和
子
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
氏

そ
の
瑳
端
と
な
っ
た
、

の
論
著
に
も
い
う
ご
と
く
、
侍
統
的
な
臣
下
の
君
主
へ
の
忠
節
の
精
神
は
、
家
庭
内
で
卑
属
に
向
か
っ
て
隼
長
に
劃
す
る
服
従
を
教
え
込
む
こ

と
か
ら
培
わ
れ
る
と
い
う
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
、
中
園
の
専
制
主
義
と
家
族
制
度
は
ぴ
っ
た
り
と
結
び
附
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ

が
、
そ
の
専
制
主
義
が
時
代
遅
れ
の
奮
物
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
高
ま
る
に
し
た
が
っ
て
、
民
園
の
若
者
に
と
っ
て
家
族
主
義
を
強
要
さ
れ
る

い
わ
れ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
事
制
主
義
を
打
ち
壊
す
た
め
に
は
蓄
来
の
家
族
制
度
を
否
定
す
る
こ
と
が
不
可
依
、

と
の
結
論
を
得
た
の
で
あ

っ
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た
き
て
、
儒
教
主
義
的
家
庭
制
度
に
代
わ
る
、
新
し
い
家
庭
を
築
く
た
め
の
指
針
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
個
人
の
自
由
と
責
任
に
つ

い
て
の
観
念
で
あ
っ
た
。
個
人
が
家
族
主
義
の
犠
牲
と
な
る
の
を
痘
む
と
同
時
に
、
中
園
の
未
来
に
劃
し
て
、

い
か
に
責
任
を
負
う
か
が
、
多

く
の
青
年
に
と
っ
て
自
ら
の
課
題
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
多
様
な
人
士
に
よ
る
家
庭
論
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
儒
教
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
劃
抗
し
て
最
も
説
得
力
を
持
つ
と
解
さ
れ
た
の
は
、
嘗
時
の
最
新
の
科
事
知
識
に
基
づ

(

6

)

 

く
家
庭
改
良
論
で
あ
っ
た
。
雑
誌
『
新
青
年
』
に
集
う
民
園
青
年
は
「
民
主
と
科
問
子
」
を
旗
印
と
し
、
根
擦
の
な
い
阻
習
を
妄
信
す
る
こ
と
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
ら
育
む
家
庭
も
ま
た
科
事
知
識
を
礎
石
と
す
る
の
を
善
し
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
道
を
た
ど
り
、
新
文
化
運
動
時
期
以
後
、
一
九
二

0
年
代
牢
ば
に
か
け
て
、
中
園
の
知
識
青
年
屠
の
前
に
は
、
中
園
が
積
弊
を

(

7

)

 

脱
す
る
に
は
い
か
な
る
家
庭
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
既
に
積
み
上
げ
ら
れ
て

459 
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き
た
、
民
園
時
期
の
家
庭
論
を
踏
ま
え
、
こ
の
時
期
に
雑
誌
、
新
聞
等
に
護
表
さ
れ
た
記
述
を
基
に
、
儒
数
的
家
庭
観
否
定
後
の
中
産
知
識
青

年
居
の
家
庭
観
及
び
理
想
の
家
庭
像
を
模
索
す
る
過
程
を
た
ど
り
、
彼
ら
の
家
庭
視
に
い
か
な
る
理
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て

-人

h

-

、。

ヲ
一
中
れ
も
し
V

俸
統
的
家
族
観
へ
の
批
剣

(

一

〉

「
良
妻
賢
母
主
義
」
の
轍
入

新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
家
庭
と
は
何
か
、
中
園
の
家
庭
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
従
来
の
債
値
観
に
よ
る
の
み
で
は
、
新
し
い
時
代
に

針
雁
し
た
家
庭
を
築
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
静
か
に
贋
ま
り
始
め
て
い
た
。
そ
も
そ
も
停
統
的
な
家
庭
制
度
を
否
定
す
る
盤
は
、

ん
じ
る
中
園
の
劃
岸
で
、
欧
米
を
模
倣
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
日
本
が
護
展
の
道
を
ひ
た
走
る
の
を
目
の
嘗
た
り
に
す
れ
ば
、

(

8

)

 

て
改
革
を
唱
え
る
繋
が
渡
せ
ら
れ
る
の
は
否
め
な
か
っ
た
。

日
本
に
な
ら
っ

- 66ー

従
来
の
儒
教
規
範
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
で
は
中
閣
の
積
弱
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
危
機
感
に
基
づ
い
て
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
劣
勢
に
甘

こ
う
し
て
日
本
を
中
園
の
家
庭
制
度
改
良
の
手
本
に
選
ん
だ
一
涯
が
注
目
し
た
の
は
、

(

9

)

 

で
あ
っ
た
。
新
し
い
家
庭
の
理
想
像
を
確
立
す
る
こ
と
は
個
々
の
家
庭
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
園
家
へ
の
脱
皮
を
目
指
す
中
園
と
い
う
国
家
自

日
本
の
所
謂
「
良
妻
賢
母
主
義
」
に
基
づ
く
家
庭
観

瞳
に
と
っ
て
も
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
着
々
と
列
強
の
仲
間
入
り
を
し
つ
つ
あ
る
日
本
の
家
庭
制
度
へ
の
関
心
が
育
ま
れ
た
の
で
あ

っ
た
。元

来
「
良
妻
賢
母
」
は
、
明
治
初
年
の
日
本
に
於
い
て
、
従
来
と
は
遣
う
新
し
い
女
性
を
表
す
言
葉
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
良
妻
賢
母
の

新
し
さ
が
ど
こ
に
存
し
た
か
と
言
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
良
妻
賢
母
は
、
江
戸
時
代
以
前
の
吐
曾
規
範
が
女
性
に
求
め
た
よ
う
に

一
家
庭
の
中
で

夫
に
従
い
家
の
存
績
の
た
め
に
貢
献
す
る
だ
け
で
な
く
、
園
家
の
利
盆
と
密
接
に
結
び
附
く
貼
に
あ
っ
た
。
主
な
活
動
の
場
を
家
庭
内
に
限
定



し
て
家
政
を
管
理
し
、
育
児
に
携
わ
る
と
い
う
貼
で
良
妻
賢
母
は
、
儒
教
の
説
く
女
性
像
と
類
似
の
様
相
を
表
す
。
し
か
し
良
妻
賢
母
に
は
究

極
に
お
い
て
、
自
ら
の
夫
或
い
は
夫
の
統
率
す
る
家
で
は
な
く
、
公
権
力
た
る
園
家
に
従
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

第
二
に
良
妻
賢
母
は
、
中
産
階
級
の
男
性
を
夫
と
し
、
そ
の
夫
を
最
も
数
率
の
良
い
形
で
賃
金
柑
労
働
に
専
念
さ
せ
る
震
に
登
場
し
た
。
良
妻

賢
母
は
家
庭
内
の
再
生
産
活
動
に
専
従
す
る
代
わ
り
に
戸
外
で
第
働
し
賃
金
を
得
る
と
い
う
行
痛
か
ら
は
遠
さ
け
ら
れ
、
経
済
面
で
は
夫
の
牧

入
に
頼
り
、
自
立
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
良
妻
賢
母
の
役
割
は
、
夫
を
家
政
管
理
の
負
措
か
ら
解
き
放
っ
て
戸
外
の
労
働
に
従
事

さ
せ
、
妻
に
牧
入
が
な
い
分
を
補
っ
て
徐
り
あ
る
賃
金
を
得
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
良
妻
賢
母
は
高
賃
金
を
得
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

た
賃
金
献
労
働
者
の
夫
と
不
可
分
一
封
の
半
身
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
夫
の
行
震
が
園
家
に
損
失
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
剣

断
し
た
場
合
に
は
、
良
妻
賢
母
は
直
ち
に
夫
の
誤
り
を
訴
し
、
正
し
い
道
に
立
ち
戻
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
同
時
に
母
親
と
な

っ
た
後
は
子
供
の
教
育
に
射
し
て
も
責
任
を
持
ち
、
子
供
を
園
家
に
貢
献
す
る
人
材
に
育
て
る
こ
と
を
使
命
と
し
た
。
車
に
一
家
庭
の
跡
継
ぎ

を
生
む
だ
け
で
、
公
的
数
育
を
受
け
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
前
時
代
の
女
性
と
は
大
き
く
役
割
を
異
に
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
叩
)

こ
う
し
た
特
色
を
持
つ
「
良
妻
賢
母
主
義
」
は
二

O
世
紀
初
頭
に
中
園
に
停
わ
っ
た
後
、
多
様
な
受
け
止
め
ら
れ
方
を
し
た
。

は
、
本
来
日
本
で
誕
生
し
た
嘗
初
の
良
妻
賢
母
主
義
の
意
義
と
は
遣
う
理
解
が
な
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

携
わ
ら
ず
家
庭
内
の
役
割
に
専
念
す
る
と
い
う
、

- 67ー

そ
の
中
に

「
良
妻
賢
母
」
は
公
的
な
活
動
に

一
見
儒
数
主
義
の
説
く
女
性
像
と
類
似
の
特
色
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
、
睦
制
維
持
に
都
合
の

良
い
女
性
像
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
儒
数
主
義
反
劉
を
言
う
も
の
か
ら
は
、
「
良
妻
賢
母
」
は
封
建
制
の
象
徴
と
し
て
の
攻
撃

の
的
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
受
け
止
め
方
は
、
良
妻
賢
母
主
義
が
中
園
に
停
わ
っ
た
嘗
初
か
ら
併
存
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
に
立
つ
人
々

は
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
良
妻
賢
母
」
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、
日
本
を
手
本
と
し
て
良
妻
賢
母
主
義止
を
中
園
も
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
意
見
は
、

日
本
の
場
合
と
同
じ
く
園
家
利
盆
を
重
ん
じ
る
立
場
の
人
達
か
ら
現
れ
た
。
(
第
二
巻
第
六
貌
〉
掲
載
の
陳
銭
愛
深
「
賢
母
氏
と
中

ま
ず
、

『
新
青
年
』
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園
前
途
の
関
係
」
は

「
賢
母
」
と
い
う
言
葉
に
託
し
て
、
個
々
の
家
庭
の
枠
を
超
え
て
園
家
に
貢
献
す
る
女
性
の
育
成
こ
そ
が
中
園
に
急
務
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で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
従
来
の
中
園
の
家
族
制
度
の
中
の
女
性
像
と
は
区
別
し
、
中
園
を
携
う
新
し
い
女
性
像
と
し
て
良

妻
賢
母
が
語
ら
れ
る
。
同
文
の
冒
頭
、
筆
者
は
中
園
の
女
性
が
長
ら
く
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
社
舎
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
朽
ち
木
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
、
男
子
の
附
属
物
の
地
位
し
か
輿
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
い
、
こ
れ
に
劃
し
て
欧
米
列
強
の
諸
園
は
、
工
業
化
社
舎
の
貫
現
と

同
時
に
男
女
卒
等
主
義
が
他
の
地
域
に
先
騒
け
て
瑳
達
を
遂
げ
た
由
来
を
説
く
。
こ
こ
に
、
出
遅
れ
た
中
園
と
し
て
は
工
業
設
展
を
支
え
る
科

息
子
的
精
神
と
、
女
子
に
も
教
育
を
施
し
て
知
識
水
準
を
高
め
、
園
家
護
展
に
貢
献
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
欧
米
に
追
い
つ
く
こ
と
は
不
可

能
と
の
議
論
が
持
ち
上
が
る
。
と
す
れ
ば
賓
際
に
、
女
子
を
園
家
の
利
益
に
適
う
も
の
に
す
る
に
は
、
女
子
に
ど
の
よ
う
な
数
育
を
施
せ
ば
よ

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
試
み
の
一
つ
が
所
謂
「
良
妻
賢
母
」
の
養
成
を
旨
と
す
る
教
育
理
念
で
あ
っ
た
。
他
日
人
の
母
と
な
ら
な
い
女
子

は
な
く
、
母
を
も
た
な
い
園
民
も
ま
た
一
人
と
し
て
存
在
し
得
な
い
。
人
聞
は
生
ま
れ
た
日
か
ら
母
の
蒸
育
を
受
け
、
又
そ
の
感
化
の
達
す
る

い
ま
存
亡
の
危
機
に
立
つ
中
華
民
国
を
救
う
に
は
優
秀
な
園
民
を
後
ろ
盾
に
す
る
し
か
な

く
、
優
秀
な
園
民
は
賢
母
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
中
園
の
将
来
に
と
っ
て
賢
母
を
得
る
こ
と
は
、
鎖
山
を
開
設
し
買
業
を

と
こ
ろ
は
他
の
何
人
に
よ
る
も
の
よ
り
も
深
い
。

起
こ
す
よ
り
も
は
る
か
に
根
本
的
な
問
題
と
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
貨
に
目
を
や
れ
ば

将
来
賢
母
と
な
る
べ
き
中
園
の
女
子
事
生
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は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
朕
況
を
呈
し
て
い
た
。

現
在
一
般
の
女
子
事
生
は
僅
か
ば
か
り
の
科
撃
の
数
育
を
受
け
、
欧
米
の
上
っ
面
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
あ
る
の
に
、
整
高
に
「
わ
れ
女
性

(

日

)

そ
の
口
問
行
を
察
す
れ
ば
放
蕩
を
む
さ
ぼ
る
ば
か
り
で
、
園
民
は
こ
れ
を
見
て
牌
院
し
て
い
る
。

中
の
志
士
な
り
」
と
い
う
が
、

と
、
筆
者
は
中
闘
の
女
子
製
生
を
と
ら
え
て
、
表
面
で
は
最
新
文
化
を
聞
き
か
じ
る
も
の
の
、
家
政
を
み
る
の
に
必
要
な
知
識
は
何
も
身
に
つ

い
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
で
は
、
園
家
に
必
要
な
賢
母
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
良
い
の
か
。

賢
母
氏
と
は
何
か
0
・
道
徳
が
あ
り
、
事
聞
が
あ
り
、
家
政
管
理
力
の
あ
る
女
性
が
賢
母
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
ど
の
一
つ
が
依
け
て
も

な
ら
な
い
。
た
だ
私
の
い
う
道
徳
と
は
、
我
が
園
の
奮
俗
が
女
子
を
組
み
監
え
て
き
た
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、

員
の
道
徳
、
員
の
撃
問
、
員
の
経
済
観
念
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故
に
わ
が
女
事
界
は
入
撃
の
と
き
に
必
ず
最
も
純
正
な
宗
旨
を
定



ハ
ロ
)

め
て
こ
そ
、
賢
母
を
育
て
て
己
の
責
任
と
園
民
の
希
望
に
背
か
ぬ
も
の
に
な
ろ
う
。

今
中
園
の
女
性
が
取
る
べ
き
遁
は
、
男
子
と
参
政
権
を
争
う
欧
米
の
女
性
を
い
た
ず
ら
に
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
賢
母
と
な
っ
て
優
秀
な

園
民
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
。
家
庭
内
で
母
親
の
務
め
に
徹
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
見
奮
来
の
中
園
女
性
そ
の
ま
ま
の
姿
に
映

る
が
、
内
買
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
賢
母
た
る
こ
と
は
、
奮
い
大
家
族
制
度
の
中
で
夫
に
服
従
し
、
家
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
と
は
一
一
意
味
が

違
っ
た
。
自
分
の
知
恵
と
能
力
で
家
庭
を
管
理
し
子
供
を
優
秀
な
園
民
に
育
て
上
げ
、
園
家
に
貢
献
す
る
義
務
を
果
た
す
存
在
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
、
従
来
の
躍
教
の
支
配
す
る
中
園
で
善
し
と
さ
れ
て
き
た
も
の
と
は
明
ら
か
に
這
う
新
し
い
女
性
像
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
員
の
道
徳
、
事
問
、
家
政
管
理
能
力
を
も
っ
新
し
い
女
性
は
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
賢
母
は
教
育
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
よ
う
に
女
性
を
無
事
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
そ
れ

は
欧
米
の
皮
毛
を
か
ぶ
り
、
表
面
的
に
男
女
卒
等
の
観
念
を
煽
る
教
育
で
は
な
く
、

「
内
を
治
め
る
」
の
に
必
要
な
技
術
を
教
え
込
む
も
の
で
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な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
内
治
」
の
技
術
の
習
得
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
女
子
に
教
育
を
施
す
必
要
を
強
調
し
女
子
教
育
推
進
の
論
を
提
示
し
た
と
の
と
同
時
に
、

そ
の
一
方
で
は
教
育
に
お
け
る
男
女
差
を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
梁
華
蘭
「
女
子
教
育
」
ハ
『
新
青
年
」
第
三
巻
第
一
鋭
)
は
、
園
家
設
展

の
た
め
に
は
女
子
教
育
を
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
日
本
を
手
本
に
女
性
の
祉
曾
的
役
割
と
女
子
教
育
に
つ
い
て
護
言

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
闘
が
近
代
園
家
と
な
る
た
め
に
は
女
子
教
育
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
女
子
に
劃
し
て
も
男
子
と
同
様
に
教
育

す
べ
き
で
あ
り
、
男
女
卒
等
に
教
育
を
受
け
る
権
利
の
あ
る
こ
と
を
説
く
。
但
し
筆
者
の
言
う
教
育
上
の
男
女
卒
等
と
は
、
教
育
内
容
を
男
女

同
一
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
男
女
卒
等
に
人
格
を
傘
重
さ
れ
て
教
育
を
受
け
、
男
女
事
生
に
は
そ
れ
ぞ
れ
適
性
に
臆
じ
た
教
育
を
施
す
べ
き

で
あ
り
、
徒
に
表
面
的
に
同
一
な
教
育
を
施
す
こ
と
の
愚
を
説
い
て
い
る
。
男
女
の
適
性
に
麿
じ
た
教
育
を
と
い
う
考
え
は
、
女
子
は
将
来
女

463 

子
特
有
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
女
子
の
役
割
に
躍
じ
た
教
育
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
良
妻
賢

母
主
義
は
こ
の
理
想
を
瞳
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
園
も
日
本
を
模
範
と
し
て
早
急
に
良
妻
賢
母
育
成
の
た
め
の
教
育
を
採
用
す
る
必
要
が
設
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か
れ
た
の
で
あ
る
。
文
中
、

園
家
に
力
を
殺
す
る
道
は
多
端
で
、
政
壇
に
登
る
こ
と
だ
け
が
そ
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
女
子
は
人
類
の
母
で
あ
る
。
夫

に
相
添
い
子
を
教
え
、
家
を
維
持
し
て
生
き
れ
ば
、
そ
の
圏
家
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
十
二
分
に
大
き
い
。
英
園
の
婦
人
は
家
庭
の
潰
事

日
本
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
殊
に
中
園
の
女
性
は
、
数
千
年
の
座
制
に
よ
っ
て
服
従
が
す
で
に
第
二
の
天
性
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
良
好
な
教
育
を
施
せ
ば
、
中
園
の
女
性
は
世
界
第

一
等
の
女
子
と
な

(
日
)

る
で
あ
ろ
う
。

を
必
ず
自
ら
措
い
、

と
あ
る
よ
う
に
、
筆
者
は
近
年
中
闘
は
西
洋
式
の
男
女
卒
等
の
教
育
を
模
範
と
し
日
本
を
軽
視
す
る
も
の
が
増
加
し
て
い
る
の
を
愚
行
と
し
、

保
謹
す
べ
き
は
男
女
同
等
の
数
育
権
で
あ
っ
て
、
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
男
女
差
を
設
け
、
女
性
は
家
庭
内
の
役
割
に
徹
し
て
間
接
的
に
園

家
に
貢
献
す
る
遁
を
取
る
こ
と
を
求
め
る
。

こ
れ
に
謝
し
て
、
家
庭
内
で
の
役
割
に
徹
す
る
母
親
或
い
は
妻
を
、
儒
教
の
説
く
女
性
像
と
同
質
の
も
の
と
し
て
稽
揚
し
、
儒
教
瞳
制
維
持

の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
民
園
初
年
の
痛
政
者
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
一
九
一
七
年
に
公
布
さ
れ
た
修
正
褒
揚
傑

(
M
)
 

例
の
中
に
見
て
と
れ
る
。
修
正
褒
揚
仲
間
例
は
、
中
園
の
女
性
の
理
想
像
を
俸
統
的
な
道
徳
観
の
中
に
捜
し
求
め
、
薩
数
の
教
え
に
忠
買
な
女
性

一70ー

を
願
彰
す
る
こ
と
で
祉
舎
規
範
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
節
婦
烈
婦
と
共
に
、

「
良
妻
賢
母
」
を
稽
揚
す
る
こ
と
が
同
僚
例

に
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
知
識
青
年
に
と
っ
て
「
良
妻
賢
母
」
は
封
建
時
代
の
遺
物
を
象
徴
す
る
言
葉
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
良
妻
賢

母
」
は
褒
揚
篠
例
の
中
で
、
停
統
的
な
債
値
観
に
よ
り
、

「
節
を
貫
い
て
生
涯
二
夫
に
ま
み
え
な
か
っ
た
節
婦
」
並
び
に
「
身
の
潔
癖
を
失
う

よ
り
は
と
死
を
選
ん
だ
烈
婦
」
と
同
列
に
稽
揚
さ
れ
ん
と
し
た
た
め
に
、
本
来
は
園
家
に
献
身
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
も
の
が
、
前
時
代
の
女
性

と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
修
正
褒
揚
篠
例
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
良
妻
賢
母
」
は
儒
数
主
義
の
観
貼
か
ら
女
性
を
稽
揚
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
園
家
翻
に
基
づ
く
女
性
像
と
は
無
縁
な
存
在
に
襲
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
修
正
褒
揚
篠
例
は
良
妻
賢
母
主

義
が
本
来
的
に
目
指
し
た
も
の
か
ら
は
的
外
れ
な
賛
美
を
女
性
に
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
中
園
の



侍
統
的
這
徳
視
を
維
持
す
る
た
め
に
良
妻
賢
母
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
良
妻
賢
母
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
中
産
階
紐
の
家
庭
そ

ハ
日
)

の
も
の
、
及
び
賢
母
と
一
割
を
な
す
中
産
階
級
家
庭
の
男
性
に
つ
い
て
鯛
れ
ら
れ
な
い
貼
に
あ
る
。

「良
妻
賢
母
」
に
儒
数
的
な
女
性
観
が
盛

り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
産
階
級
の
男
性
賃
金
給
興
所
得
者
に
最
大
の
生
産
性
を
上
げ
さ
せ
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
規
範
で
あ
っ
た

こ
と
は
遠
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

良
妻
賢
母
待
望
論
の
劃
極
で
、

「
良
妻
賢
母
」
を
男
等
女
卑
の
思
想
と
封
建
的
な
家
族
制
度
を
象
徴
す
る
存
在
と
見
な
し
批
剣
の
封
象
と
し

た

一
波
も
、
中
園
に
「
良
妻
賢
母
」
が
紹
介
さ
れ
た
直
後
か
ら
存
在
し
た
。

彼
ら
は
何
故
良
妻
賢
母
を
桓
否
し
た
の
か
。

一
九

O
九
年
『
女

報
』
に
載
せ
ら
れ
た
陳
以
盆
「
男
傘
女
卑
と
賢
妻
良
母
」
に
、

賢
母
と
い
う
も
の
、
良
妻
と
い
う
も
の
は
、
均
し
く
男
子
に
劃
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
人
の
母
で
あ
り
、
他
人
の
妻
で
あ
る
、
そ
の

ハ
時
)

名
を
飾
っ
て
賢
母
と
い
い
良
妻
と
い
う
が
、
賓
は
男
子
の
高
等
奴
隷
に
過
ぎ
な
い
。

と
言
う
よ
う
に
、
良
妻
賢
母
主
義
は
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
女
性
が
夫
に
柔
順
な
良
い
妻
、
子
供
に
射
す
る
賢
い
母
と
な
る
こ
と
だ
と
解
さ
れ

た
。
向
且
つ
そ
れ
は
直
ち
に
、
従
来
の
男
傘
女
卑
の
原
則
に
基
づ
く
夫
婦
関
係
を
想
起
さ
せ
、
封
建
制
度
の
再
認
識
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
反
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護
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
新
青
年
』
に
お
い
て
も
良
妻
賢
母
を
女
子
の
人
格
を
無
視
す
る
政
府
の
や
り
方
に
抗
議
を
唱
え
る
意
味
で
、
良

ハ
ロ
)

妻
賢
母
と
い
う
言
葉
を
否
定
的
な
文
脈
で
取
り
上
げ
る
例
が
培
え
て
く
る
。
『
新
青
年
』
第
三
巻
第
三
競
高
素
素
「
女
子
問
題
の
大
解
決
」
で

は
、
良
妻
賢
母
は
「
良
妻
賢
母
の
設
は
、
日
本
で
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
、
我
が
園
で
も
、
近
ご
ろ
や
や
そ
の
趨
勢
が
見
て
取
れ
る
。
日
本
で
女
子
を

蔑
視
す
る
度
合
い
は
、
我
が
圏
に
お
け
る
よ
り
も
甚
だ
し
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
怪
し
む
に
足
り
な
い
」
と
、
良
妻
賢
母
主
義
を
日
本
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
害
悪
と
し
て
排
斥
し
て
い
る
。
ま
た
華
林
「
祉
舎
と
女
性
解
放
問
題
」
(
『
新
青
年
』
第
五
巻
第
二
競
〉
で
は
、
良
妻
賢
母
の
語
は

「
忠
臣
、
孝
子
、

ー賢
妻
良
母
な
ど
の
規
範
は
新
教
育
の
容
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
、
蓄
道
徳
の
善
し
と
し
た
、
君
主
に
忠
節
を
誓
う
家

臣、
'
親
に
孝
行
を
牽
く
す
子
供
と
同
列
に
、
夫
に
逆
ら
わ
な
い
女
性
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
元
来
良
妻
賢
母
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
、
自
ら

こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、

465 
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の
知
恵
と
技
術
で
家
政
を
管
理
し
子
供
を
教
育
す
る
と
い
う
、
新
し
い
家
庭
婦
人
の
役
割
の
面
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
反
射
に
「
女
子
に
も

正
嘗
の
職
業
が
あ
れ
ば
、
男
子
も
ま
た
負
捻
の
累
は
な
い
」
と
女
性
を
家
庭
か
ら
解
放
し
、
職
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
女
性
に
と
っ
て
も
男

性
に
と
っ
て
も
ま
た
祉
舎
に
と
っ
て
も
利
盆
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
、

ら
、
こ
れ
が
祉
舎
に
と
っ
て
い
か
に
損
失
を
招
く
か
を
説
い
た
。

女
性
が
解
放
さ
れ
ず
男
性
を
頼
っ
て
生
活
す
る
身
で
あ
り
績
け
る
な

こ
の
よ
う
に
、
修
正
褒
揚
僚
例
に
良
妻
賢
母
褒
賞
の
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
、
良
妻
賢
母
批
判
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

だ
が
、
良
妻
賢
母
に
女
性
の
理
想
像
を
見
て
女
性
の
家
庭
内
の
役
割
を
重
視
す
る
考
え
方
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
た
誇
で
は
な
い
。

『新車円

年
』
第
三
巻
第
三
競
の
女
子
問
題
の
欄
に
は
、
右
述
の
高
素
素
「
女
子
問
題
の
大
解
決
」
と
並
ん
で
、

「
中
園
女
子
の
婚
姻
と
育
児
問
題
を
論

ず
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
高
素
素
の
急
進
的
な
意
見
と
は
反
割
に
、
女
子
は
良
妻
賢
母
と
な
り
育
児
を
第
一
の
任
務
と
す
る
こ

と
を
善
し
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
新
青
年
』
第
三
巻
第
四
競
に
呉
虞
の
妻
曾
蘭
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
「
女
権
卒
議
」
は
、
女
性
が
男
性
と
同

は
世
界
の
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
趨
勢
で
あ
る
と
し
て
、
中
園
女
性
が
進
む
べ
き
道
を
示
し
た
後
に
績
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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等
の
能
力
を
有
し
、
女
性
は
け
っ
し
て
男
性
に
従
属
す
る
い
わ
れ
は
な
い
こ
と
を
論
じ
、
欧
米
の
例
を
見
て
も
女
権
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と

吾
が
女
子
は
、

そ
の
道
徳
を
琢
磨
し
、
そ
の
拳
聞
を
強
化
し
、

そ
の
能
力
を
増
進
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
擢

利
を
享
受
す
る
日
を
得
る
こ
と
を
願
う
。
男
子
と
と
も
に
園
家
主
義
の
中
に
奮
闘
し
、
今
日
の
英
猫
の
女
性
に
績
く
の
だ
。
も
と
よ
り
現

在
国
家
を
顧
み
な
い
政
客
議
員
と
そ
の
損
失
を
一
朝
に
比
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
あ
、
良
妻
賢
母
は
ま
こ
と
に
女
性
の
天
職
の
一
端
で

ハ
四
)

は
あ
る
が
、
今
の
世
界
に
生
き
る
な
ら
ば
、
こ
と
に
良
妻
賢
母
を
究
極
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
に
は
、
家
庭
内
の
夫
婦
の
卒
等
を
訴
え、

女
性
も
男
性
と
同
等
の
権
利
を
も
つ
こ
と
を
要
求
す
る
一
方
で
、
男
子
と
同
等
に
園
家
の
震

に
奮
闘
す
べ
き
こ
と
を
も
併
記
し
て
い
る
。
筆
者
に
あ
っ
て
は
自
ら
女
性
の
擢
利
を
要
求
す
る
一
方
で
、
男
性
と
同
様
園
民
と
し
て
、
園
家
の

た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
が
命
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
皐
な
る
男
等
女
卑
批
剣
の
立
場
か
ら
良
妻
賢
母
に
反
護
し
た
の
で
は
な
く
、
園
家

に
と
っ
て
は
今
、
良
妻
賢
母
で
は
な
く
、
男
性
と
共
に
多
様
な
方
面
で
奮
闘
す
る
女
性
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。



明
治
初
頭
の
日
本
で
生
ま
れ
た
「
良
妻
賢
母
」
は
中
園
に
俸
え
ら
れ
た
後
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
解
穣
を
輿
え
ら
れ
た
。
だ
が
結
局
、
儒
教

の
匂
い
を
放
つ
も
の
は
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
家
事
専
従
者
で
あ
る
良
妻
賢
母
は
中
園
の
進
歩
的
青
年
に
受
け

い
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
は
匪
倒
的
な
家
庭
規
範
と
し
て
他
の
遁
随
を
許
さ
な
か
っ
た
良
妻
賢
母
主
義
も
、
中
園
に

お
い
て
は
一
個
の
「
外
来
思
想
」
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(

一

一

)

欧
米
型
中
流
家
庭
へ
の
憧
慣

女
性
翻
は
日
本
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。

日
本
の
良
妻
賢
母
主
義
に
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
で
良
妻
賢
母
と
呼
ば
れ
る

一
九
世
紀
後
牟
か
ら
近
代
園
家
建
設
の
遁
に
歩
み
始
め
た
園
々
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
園
の
事
情

を
含
み
な
が
ら
も
、
組
じ
て
園
家
の
基
礎
と
な
る
家
庭
を
管
理
し
、
児
童
の
教
育
に
射
す
る
責
任
を
女
性
に
求
め
た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
時
期

に
知
識
青
年
を
自
負
し
、
民
主
と
科
事
の
精
神
に
な
ら
っ
て
中
園
を
近
代
国
家
に
襲
え
る
べ
し
と
唱
え
た
者
達
が
、
欧
米
型
の
家
族
観
に
影
響
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民
園
初
期
に
中
園
に
職
入
さ
れ
た
家
族
観
は
、

を
受
け
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
特
に
雑
誌
『
新
青
年
』
が
登
場
し
、
衰
退
の
病
根
た
る
儒
教
主
義
と
進
化
の
象
徴
で
あ
る
西
欧
文
明

と
い
う
封
比
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
儒
教
の
俸
統
に
の
っ
と
っ
た
家
庭
規
範
を
否
定
し
て
欧
米
に
倣
っ
た
家
庭
を
営
も
う
と
い
う
意
識
が
急
速

に
強
ま
っ
て
い

っ
た
。
専
制
主
義
の
封
極
に
あ
る
民
主
政
治
に
理
想
を
見
た
知
識
青
年
達
は
、
民
主
主
義
の
先
進
園
で
あ
る
欧
米
の
家
族
制
度

に
魅
了
さ
れ
た
。
欧
米
諸
園
が
富
強
を
ほ
し
い
ま
ま
に
享
受
し
て
い
る
の
は
、
園
家
の
基
礎
た
る
家
庭
が
民
主
と
卒
等
の
精
神
に
基
づ
い
て
成

り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
中
園
も
欧
米
に
伍
し
て
い
く
た
め
に
は
時
代
遅
れ
の
家
父
長
制
に
よ
る
家
族
制
度
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
見
な
さ
れ
た
。

で
は
、
民
園
初
年
の
青
年
が
模
倣
し
よ
う
と
し
た
、
欧
米
型
の
家
庭
と
は
い
か
な
る
内
容
を
備
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
基
本
と
な
る
の

467 

一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
の
は
じ
め
の
欧
米
諸
園
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
債
値
観
を
背
骨
に
し
つ
つ
新
興
産
業
に
従
事
し
て
経
済
力

(

印

)

を
つ
け
て
き
た
都
市
中
産
階
層
の
育
ん
だ
家
庭
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
勃
興
し
て
き
た
欧
米
都
市
の
中
産
階
層
は
、
新
し
い
技
術
に
支
え

tま
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ら
れ
た
生
活
を
開
始
し
た
。
ま
ず
、
次
々
に
開
設
さ
れ
る
、
家
事
勢
働
簡
便
化
の
た
め
の
器
具
が
家
事
の
や
り
方
を
一
新
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
と
同
時
に
都
市
に
お
け
る
上
下
水
道
、
電
気
等
が
整
備
さ
れ
、
衛
生
環
境
が
整
っ
た
こ
と
が
子
供
の
死
亡
率
を
低
下
さ
せ
た
。
こ
こ
に
中
産

階
層
の
家
庭
で
は
落
ち
着
い
て
丁
寧
に
育
児
教
育
を
行
う
の
を
善
し
と
す
る
風
潮
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
主
婦
に
封
し
て
、
複
雑
な
家

事
を
こ
な
し
家
庭
を
清
潔
で
潤
い
の
あ
る
朕
態
に
保
ち
、
家
庭
を
数
養
、
娯
楽
、
安
静
の
場
と
す
る
使
命
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
新
の

知
識
と
技
能
に
よ
っ
て
複
雑
な
家
事
を
賢
く
こ
な
し
、
家
庭
の
た
め
に
献
身
す
る
主
婦
は
こ
う
し
て
誕
生
し
た
。

ま
た
そ
の
一
方
で
は
、
近
代
園
家
を
築
く
僚
件
と
し
て
、
園
民
に
一
律
に
基
礎
教
育
を
受
け
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
つ
つ
女
子
教
育
が
祉
舎

に
定
着
し
て
い
っ
た
。
基
礎
教
育
に
始
ま
っ
て
高
等
な
教
育
を
受
け
る
女
性
が
増
え
る
と
、
女
性
は
数
曾
や
間
学
校
の
同
窓
組
織
が
主
催
す
る
慈

善
活
動
、
文
化
活
動
等
を
通
じ
て
社
舎
に
出
て
い
く
こ
と
を
知
り
、
家
庭
の
外
へ
目
を
聞
い
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
そ
の
延

長
上
に
、
賢
い
主
婦
と
し
て
才
能
を
設
揮
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
舎
的
職
業
に
就
き
賃
金
を
得
る
こ
と
を
望
む
女
性
が
現
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
、
社
舎
準
出
の
意
識
に
自
費
め
職
業
に
従
事
し
て
自
立
し
よ
う
と
す
る
女
性
の
前
途
を
阻
ん
だ
の
は
、
法
律
の
壁
で
あ
っ
た
。

法
律
が
女
性
に
参
政
権
を
認
め
ず
、
女
性
は
父
親
或
い
は
夫
に
補
助
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
女
性
が
自
分
の
一
意
志
に
よ
っ
て
活
動
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
自
立
を
求
め
る
女
性
は
、
法
律
上
の
男
女
卒
等
、
参
政
権
等
の
要
求
を
は
じ
め
、
社
舎
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
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櫨
利
獲
得
を
目
指
し
て
女
擢
運
動
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
産
知
識
女
性
の
登
場
と
同
時
に
、
都
市
に
は
工
場
労
働
に

従
事
す
る
女
性
が
誕
生
し
、
散
の
上
で
は
中
産
知
識
女
性
を
は
る
か
に
上
回
り
、
無
視
し
得
な
い
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

『
新
青
年
』
に
集
う
青
年
知
識
居
が
欧
米
型
の
家
庭
模
範
に
注
目
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
中
産
階
層
の
女
性
が
堅
賞
に
家
政
を
捻
嘗
す

る
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
一
方
で
、
家
庭
外
へ
生
活
圏
を
贋
げ
よ
う
と
望
む
女
性
た
ち
が
法
律
上
の
男
女
卒
等
を
唱
え
る
運
動
を
起
こ
し
、

ら
に
は
州
労
働
女
性
が
働
く
権
利
を
要
求
す
る
撃
が
高
ま
ろ
う
と
す
る
時
代
に
相
嘗
し
た
。

さ

一
九
一

0
年
代
後
牢
か
ら
ニ

0
年
代
初
頭
の
中
園
に

は
、
こ
れ
ら
の
欧
米
の
家
庭
観
が
次
々
と
流
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

欧
米
生
ま
れ
の
家
庭
観
が
中
園
青
年
に
射
し
て
一
哩
耳
目
と
な
っ
た
の
は
、

ま
ず
第

一
に
、
子
の
婚
姻
に
劃
す
る
親
の
干
渉
の
排
除
を
願
う
中
園



青
年
に
力
強
い
論
擦
を
興
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
婚
姻
に
劃
す
る
親
の
干
渉
が
い
か
に
不
嘗
で
、

ま
さ
に
中
園
の
腐
敗
の
源
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
新
文
化
運
動
の
中
で
、
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
た
。
呉
虞
の
家
族
制
度
批
判
も
こ
の
婚
姻
に
於
け
る
親
の
決
定
権
行
使
へ
の
反
設
か
ら
設

か
れ
て
い
る
。
自
由
な
轡
愛
に
よ
る
結
婚
を
主
張
す
る
知
識
青
年
等
の
中
か
ら
は
、
ま
た
、
自
分
の
意
志
に
反
し
た
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
不
幸

な
事
件
に
関
し
て
論
及
す
る
形
を
借
り
て
、
封
建
的
な
婚
姻
制
度
に
射
す
る
不
満
を
唱
え
る
風
潮
が
現
れ
た
。
湖
南
省
長
沙
で
自
分
の
意
志
に

反
す
る
婚
姻
を
強
い
ら
れ
た
女
性
趨
五
貞
が
、
婚
家
へ
向
か
う
寵
の
中
で
抗
議
の
自
殺
を
途
げ
た
事
件
は
、
奮
い
婚
姻
制
度
の
も
た
ら
し
た
典

(

却

〉

型
的
な
悲
劇
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
新
し
い
結
婚
を
主
張
し
儒
数
へ
の
反
躍
を
あ
ら
わ
に
し
た
若
者
に
と
っ
て
、

雄
教
の
い
う
家
庭
に

は
、
そ
の
門
出
か
ら
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、

「
癒
愛
が
結
婚
の
第

一
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
事
も
疑
を
差
し
挟
む
も

(

紅

)

の
で
は
な
く
、
逆
に
世
間
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
結
婚
は
金
銭
と
肉
欲
、
汚
れ
と
野
心
の
野
合
」
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

で
は
次
に
、
轡
愛
結
婚
を
主
張
す
る
青
年
に
と
っ
て
、
親
の
干
渉
を
排
し
自
由
結
婚
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
新
し
い
家
庭
は
、
ど
の
よ
う
に

『
新
青
年
』
第
二
巻
第
二
競
に
載
せ
ら
れ
た
李
卒
「
新
青
年
の
家
庭
」
は
、
新
し
い
家
庭
と
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管
ま
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
護
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
投
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
古
い
家
庭
を
否
定
し
た
後
、
ど
の
よ
う
に

家
庭
を
築
く
の
か
、
模
索
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
文
章
に
は
、
筆
者
が
新
し
い
家
庭
に
必
要
と
考
え
た
事
柄
が
全
二

六
僚
に
箇
篠
書
き
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
項
目
の
中
か
ら
、
家
族
構
成
及
び
家
族
員
の
相
互
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
を
奉
げ
る
と
、
以
下

の
ご
と
く
で
あ
る
。

家
庭
は
一
夫
一
婦
及
び
未
婚
の
子
女
だ
け
で
組
織
す
べ
き
で
あ
る
。

-
男
子
は
妾
を
お
か
ず
、
女
子
は
縛
を
蓄
え
な
い
。

-
親
子
の
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
義
務
の
た
め
に
結
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、
権
利
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

469 

-
親
は
子
供
を
物
の
よ
う
に
み
な
し
て
報
酬
を
求
め
て
は
な
ら
な
い

0

.
親
は
子
の
婚
姻
に
口
出
し
し
な
い。
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成
年
に
達
し
た
兄
弟
は
同
居
し
て
は
な
ら
ず
、

財
産
は
濁
立
す
ベ
し
。

婚
姻
は
箸
修
を
い
き
め
、
完
全
に
子
供
の
自
由
に
ま
か
せ
る
。

彼
ら
が
営
も
う
と
す
る
家
庭
は
、
近
代
西
欧
の
中
流
家
庭
夫
婦
と
未
婚
の
子
供
か
ら
成
り
立
ち
、
夫
婦
が
未
婚
の
子
供
を
育
て
る
場
で
あ
っ

て
子
供
が
親
に
服
従
す
る
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
に
子
供
を
育
て
る
の
は
親
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
感
賓
が
こ
こ
に
は
現
れ
て
い
る
。

子
供
は
成
人
に
達
す
れ
ば
猫
立
し
、
親
は
子
の
結
婚
に
は
口
出
し
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
子
供
も
ま
た
親
の
財
産
を
嘗
て
に
し
て
結
婚

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
時
期
の
家
族
制
度
批
剣
の
風
潮
の
中
で
は
、
子
に
劃
す
る
親
の
専
横
に
抗
議
す
る
撃
が
大
き
く
取
り
沙
汰
さ

れ
た
が
、
家
族
聞
の
相
互
の
依
存
心
が
家
庭
の
堕
落
を
招
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
ま
た
同
時
に
様
々
に
な
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
家
庭
を
模

索
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
成
人
に
達
し
、
自
ら
家
庭
を
も
っ
年
齢
に
な
っ
た
子
が
親
に
依
存
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

竪
く
戒
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
行
震
と
見
倣
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
親
と
子
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
筆
者
は
ま
た
直
接
家
庭
の
切
り
盛
り
に
か
か
わ
る
項
目
を
列
島
争
す
る
。

・
家
庭
の
出
納
は
ひ
と
し
く
主
婦
が
に
ぎ
り
、
男
子
に
は
干
渉
す
る
権
利
は
な
い
。

- 76ー

-
子
女
は
必
ず
同
等
の
教
育
を
受
け
る
。

・
教
育
と
衛
生
の
二
項
に
は
年
聞
に
大
き
く
珠
算
を
と
る
。

・
主
婦
は
雑
役
を
助
理
し
、
使
用
人
下
僕
を
数
多
く
雇
っ
て
は
な
ら
な
い
。

・
子
女
は
自
立
し
た
人
格
を
そ
な
え
、
親
の
遺
産
を
嘗
て
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

-
衣
食
住
の
三
者
に
は
科
撃
の
方
法
を
用
い
務
め
て
衛
生
及
び
経
済
の
原
理
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
加
え
て
子
女
に
は
良
好
な
習
慣

を
養
わ
せ
る
。

-
家
庭
は
清
潔
を
心
掛
け
、
父
母
は
身
を
も
っ
て
手
本
と
な
る
よ
う
に
努
力
し
、
家
庭
教
育
の
基
礎
と
す
る
。

-
男
子
は
つ
と
め
て
直
接
生
利
の
職
業
に
つ
き
、
群
衆
に
盆
し
て
生
存
に
利
す
ベ
し
。



-
女
子
は
必
ず
醤
拳
原
理
を
事
び
、
数
育
同
学
を
お
さ
め
、
出
産
は
必
ず
醤
院
で
行
う
。

-
家
宅
は
市
場
に
遠
く
事
校
に
近
い
と
こ
ろ
を
選
ぶ
の
が
よ
い
。

右
の
各
僚
を
概
観
し
て
み
る
と
、
新
文
化
運
動
時
期
の
中
園
青
年
が
い
か
な
る
家
庭
を
理
想
と
し
た
か
、
そ
の
一
典
型
が
見
て
取
れ
よ
う
。

ま
ず
、
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
近
代
欧
米
の
基
督
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
典
型
的
な
生
活
規
範
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は

民
間
期
以
降
、
欧
米
へ
留
事
す
る
者
或
い
は
教
舎
経
営
の
皐
校
に
進
撃
す
る
者
が
増
加
し
、

ま
た
中
園
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
数
舎
の
宣

数
活
動
や
、
列
強
が
租
界
に
西
欧
式
生
活
様
式
を
持
ち
込
ん
だ
結
果
、
そ
の
家
庭
様
式
に
直
に
鏑
れ
る
中
園
の
知
識
青
年
が
格
段
に
増
加
し
た

結
果
で
あ
る
。
基
督
教
の
説
く
家
庭
観
は
、
本
質
的
に
は
儒
教
の
設
く
と
こ
ろ
と
同
じ
く
父
権
的
家
族
主
義
を
奉
じ
、
女
性
に
は
聴
明
で
慈
愛

(

泣

)

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
マ
ザ
l
」
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
中
園
の
女
性

深
く
、
家
庭
運
営
に
す
ぐ
れ
た
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ワ
イ
フ
、

に
と
っ
て
は
少
な
く
と
も
、
大
家
族
の
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
核
家
族
の
中
で
、
夫
は
安
定
し
た
賃
金
を
得
ら
れ
る
仕
事
に
つ
い
て
勤
勉
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に
働
き
、
妻
は
堅
寅
に
家
政
を
切
り
盛
り
す
る
と
い
う
家
庭
形
態
は
、
新
鮮
な
驚
き
と
憧
慌
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
夫
と
妻
は
そ
れ
ぞ

れ
劃
照
的
な
役
割
を
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
が
、
妻
は
夫
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
家
政
管
理
は
妻
の
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
夫
に
干
渉
さ
れ

ず
に
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
捲
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
夫
も
妻
も
他
人
に
依
存
し
て
家
庭
を
営
む
こ
と
を
諌
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
家
の
家
計
は
夫
の
附
労
働
に
よ
る
賃
金
で
賄
い
親
の
財
産
を
嘗
て
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、
妻
は
家
庭
内
の
仕

事
を
使
用
人
任
せ
に
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

衣
に
、
こ
の
よ
う
な
規
範
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
家
庭
を
、
家
政
を
ま
か
さ
れ
た
堅
質
な
主
婦
は
、
迷
信
や
因
習
に
と
ら
わ
れ
ず
、
合
理
的

に
切
り
盛
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
右
述
資
料
の
筆
者
に
あ
っ
て
は
、
祉
舎
の
改
良
は
家
庭
の
改
良
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
得
ず
、
社
舎
の
良
否

は
家
庭
の
良
否
が
左
右
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
何
ゆ
え
家
庭
が
大
切
か
、
そ
の
理
由
は
、
家
庭
が
「
園
民
の
腐
敗
、
青
年

の
堕
落
は
す
べ
て
劣
悪
な
家
庭
で
養
わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
「
家
庭
が
不
良
な
ら
祉
曾
園
家
も
不
良
と
な
る
し
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
草

ハ
泊
)

新
を
謀
る
の
に
家
庭
を
振
り
返
ら
ず
こ
れ
を
祉
曾
園
家
に
求
め
て
、
ど
う
し
て
救
済
で
き
よ
う
か
」
と
い
う
黙
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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園
家
の
土
蓋
と
な
る
家
庭
を
改
良
す
る
に
嘗
た
っ
て
は
、
前
述
の
各
僚
か
ら
見
て
取
れ
る
こ
と
は
、
教
育
と
衛
生
の
二
つ
の
分
野
に
射
し
て
最

も
力
黙
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
家
計
の
中
で
こ
の
二
つ
に
特
に
大
き
な
珠
算
を
割
き
、
子
女
を
男
女
の
区
別
な
く
同
等
の

教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
注
意
を
排
う
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
言
う
教
育
の
主
な
部
分
は
、
高
度
な
知
識
を
得
る
た

め
に
周
子
校
教
育
に
よ
っ
て
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
家
庭
は
「
子
女
の
教
育
費
を
惜
し
ま
な
い
、
複
数
の
子
供
に
費
や
す
教
育
費

家
庭
内
の
教
育
機
能
は
副
衣
的
な
位
置
付
け
を
さ
れ
て
い
る
。

生
」
は
、
家
庭
生
活
そ
の
も
の
の
中
で
寅
践
し
、
家
庭
内
で
行
わ
れ
る
行
震
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
家
庭
と
の
関
係
は
よ
り
深
い
も

に
差
を
つ
け
な
い
」
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
な
り
、

こ
れ
に
劃
し
て
、

衛

は
主
婦
の
仕
事
と
衛
生
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
ち
、

の
と
な
る
。
な
お
か
つ
家
政
を
主
宰
す
る
主
婦
に
と
っ
て
も
、
衛
生
を
維
持
す
る
た
め
に
は
よ
り
直
接
的
に
知
識
と
質
践
が
必
要
と
な
る
。
で

ま
た
衛
生
は
具
櫨
的
に
ど
の
よ
う
に
貫
践
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
衣
食
住
の
管
理
は
「
科
事
の
方
法
」
を
用
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
衛
生
的
な
生
活
は
、
迷
信
を
排
し
科
翠
の
知
識

に
準
じ
て
は
じ
め
て
寅
践
し
得
る
。
科
事
と
民
主
と
い
う
『
新
青
年
』
の
掲
げ
た
二
大
テ
l
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
科
事
」
の
追
求
は
、
こ
の
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よ
う
な
形
で
も
中
園
青
年
の
意
識
の
中
に
浸
透
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
家
庭
の
主
宰
者
た
る
主
婦
も
、
家
庭
を
衛
生
的
に
保
つ
の
に
必
要
な
知

識
を
勝
一

4

ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
識
を
得
る
だ
け
で
な
く
貫
践
に
お
い
て
は
、
生
命
の
誕
生
か
ら
終
荒
ま
で
、
そ
の
生
活
は
衛
生
的
で
あ
る
こ
と

死
後
は
火
葬
を
善
し
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
に
と
っ
て
は
、
家
庭
は
園

が
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
出
産
は
醤
院
で
行
い
、

家
の
富
強
の
礎
で
あ
り
、
科
事
知
識
に
基
づ
く
衛
生
清
潔
な
家
庭
を
築
く
こ
と
こ
そ
が
園
家
を
救
う
道
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。

男
女
の
性
別
役
割
、
家
庭
経
営
の
た
め
の
科
皐
的
知
識
と
衛
生
へ
の
関
心
、
そ
し
て
衛
生
的
で
迷
信
を
排
し
科
壌
の
精
神
に
満
ち
あ
ふ
れ
た

家
庭
こ
そ
、
近
代
国
家
に
不
可
依
な
も
の
と
い
う
認
識
は
次
の
よ
う
な
記
事
に
も
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
孫
鳴
瑛
「
家
庭
の
改
良
と
園
家

の
密
接
な
閥
係
」

(
『
新
青
年
』
第
三
谷
第
四
貌
)
に
よ
れ
ば
、
筆
者
は
米
固
に
遊
撃
し
親
し
く
彼
の
地
の
家
庭
並
び
に
夫
と
妻
の
闘
係
を
見
聞
し

た
こ
と
を
土
蓋
に
中
園
の
家
庭
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
筆
者
は
園
家
の
基
礎
は
家
庭
に
あ
り
、
家
庭
の
良
否
が
園
家
の
盛
衰
を
決
定
す

る
と
い
う
債
値
観
に
基
づ
き
、
中
園
の
園
力
増
強
は
家
庭
を
改
良
せ
ず
に
は
質
現
し
な
い
と
い
う
理
論
に
従
っ
て
、
中
閣
の
家
庭
の
改
良
す
ベ



き
黙
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
を
有
数
に
機
能
さ
せ
斉
家
治
圏
の
貫
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
男
女
と
も
早
婚
を
避
け
て
、
女
子
は
結
婚
前

に
必
ず
就
皐
し
、
科
事
を
、
そ
の
中
で
も
家
政
と
保
育
に
闘
す
る
最
新
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
、
他
日
嫁
し
て
家
庭
の
主
婦
と
な
る
日
に
備
え

ま
た
男
子
も
皐
堂
に
入
事
し
、
各
種
の
拳
科
を
撃
ぶ
と
と
も
に
、

る
こ
vと、

「
家
庭
の
道
」
に
つ
い
て
も
あ
ら
か
じ
め
心
得
を
も
つ
べ
き
こ
と

を
言
う
。
そ
し
て
結
婚
し
た
後
は
、

男
子
は
職
業
に
つ
い
て
家
計
を
支
え
る
と
と
も
に
、
衛
生
の
皐
に
通
じ
、
園
家
の
公
盆
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
父
母
た
る
も

の
は
男
児
に
は
愛
園
斉
家
の
道
を
教
え
、
女
児
に
は
婦
と
な
り
家
を
治
め
る
務
め
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
良
好
な
家
庭
が
あ

つ

て

は

じ

め

て

強

園

が

成

立

す

る

の

で

あ

る

。

一

切

の

家

庭

に

関

係

あ

る

問

題

は

、

す

べ

て

園

度

に
関
係
す
る
。
園
の
強
弱
は
家
庭
の
良
否
を
見
て
剣
断
の
基
準
と
す
る
。
故
に
端
正
の
土
は
清
潔
で
快
楽
な
家
庭
を
築
い
て
こ
そ
は
じ
め

(

M

)

 

て
祉
舎
に
公
盆
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
、
旗
門
家
治
閣
の
道
は
息
吹
を
相
、
通
じ
る
の
で
あ
る
。

(
中
略
〉
こ
れ
を
穂
じ
て
言
う
な
ら
、

と
、
男
女
卒
等
の
精
神
に
基
づ
き
な
が
ら
も
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
、
科
撃
の
精
神
、
衛
生
の
観
念
に
貫
か
れ
た
家
庭
の
理
想
が

- 79ー

膨
ら
ん
で
い
っ
た
。

衛
生
面
か
ら
中
園
の
家
庭
を
改
善
す
る
と
い
う
計
霊
は
、
家
庭
改
善
運
動
を
遁
じ
て
都
市
民
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
家
庭
改
革
運
動
を
趣
旨
と
す
る
組
織
が
緩
い
て
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
民
園
八
年
上

家
庭
日
新
舎
は
そ
の
名
稽
通
り
、
奮
習
を
克
服
し
、

海
に
生
ま
れ
た
家
庭
日
新
舎
は
そ
の
典
型
を
示
す
。

家
庭
衛
生
を
手
初
め

(

お

)

つ
い
に
は
婚
姻
及
び
家
庭
組
織
の
改
良
を
目
指
し
て
始
め
ら
れ
た
。
舎
員
に
は
夫
婦
で
入
舎
す
る
者
が
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。

『
申
報
』
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
舎
で
は
定
期
的
に
例
舎
を
持
ち
、
婚
姻
並
び
に
家
庭
生
活
に
お
け
る
奮
習
の
合
理
化
、
家
事

家
庭
教
育
、

管
理
や
育
児
の
震
の
新
技
術
の
紹
介
を
舎
の
目
的
と
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
の
中
で
衛
生
に
閲
す
る
議
題
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
民
園
一

O
年
七
月
の
例
舎
で
は
、
倉
員
四

O
名
の
参
加
に
加
え
、
康
東
教
育
参
観
圏
の
来
訪
を
得
て
、
俸
染
病
の
病
原
菌
の
増
殖
の
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原
理
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
法
の
講
義
、

欧
米
の
地
域
人
口
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
園
民
瞳
育
並
び
に
男
女
の
婚
姻
等
に
つ
い
て
演
説
が
な
さ
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(
お
〉

れ
、
同
じ
く
民
園
一

一
年
六
月
に
聞
か
れ
た
議
演
舎
で
は
、

(

幻

)

「
見
童
衛
生
」
が
テ

I
マ
に
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
民
園
一

二
年
四
月
に
聞
か
れ

た
同
舎
の
第
四
四
年
舎
で
は
、
修
一
十
町
商
院
院
長
の
在
千
伺
が
「
喫
飯
問
題
」
と
題
す
る
テ
l
マ
で
、
食
器
の
共
用
を
避
け
る
べ
き
こ
と
等
を
主

(
却
)

題
に
講
演
し
た
。

家
庭
日
新
舎
の
ほ
か
に
も
、
家
庭
の
改
良
を
目
的
と
し
て
活
動
し
た
園
瞳
と
し
て
は
、
基
督
教
女
子
青
年
曾

(Y
W
C
A
)
、

(
m

ざ

が
あ
げ
ら
れ
る
。
基
督
教
女
子
青
年
舎
は
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
に
本
部
を
置
き
欧
米
各
地
に
組
織
を
贋
め
て
い
た
が
、
中
園
に
も
活
動
の
場

を
贋
め
よ
う
と
、
早
く
も

一
八
九

O
年
に
、
キ
リ
ス
ト
教
曾
の
女
性
圏
瞳
と
し
て
は
中
園
で
初
め
て
杭
州
弘
道
女
事
校
を
開
校
し
て
い
る
。
そ

翌
年
に
正
式
に
中
園
Y
W
C
A
が
護
足
し
、
以
後
徐
々
に
中
園
の
主
要
都
市
に
支
部

上
海
婦
女
曾
等

の
後

一
九

O
五
年
に
は

Y
W
C
A
中
園
委
員
舎
が
成
立
、

が
設
け
ら
れ
て
活
動
の
基
礎
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
。
海
外
と
の
連
絡
の
中
で
組
織
作
り
を
行
っ
て
き
た
中
園
Y
W
C
A
は、

一
九
二
0
年
代
前

牢
に
は
中
園
の
女
性
組
織
と
し
て
は
大
き
な
存
在
に
成
長
し
て
い
た
。

中
園
Y
W
C
A
の
設
立
蛍
初
の
活
動
は
、

キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
一
般
へ
の
普
及
活
動
と
女
性
信
者
の
懇
親
に
お
か
れ
、
現
肢
の
祉
曾
矛
盾
と

- 80ー

の
針
立
は
避
け
、
現
今
の
轄
制
内
で
慈
善
的
精
神
に
基
づ
く
祉
舎
改
良
運
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
舎
の
趣
旨
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
キ
リ
ス

ト
教
の
説
く
精
神
に
従
っ
て
中
園
女
性
の
生
活
を
改
善
す
る
と
い
う
目
標
に
沿
っ
て
、
同
舎
で
は
家
庭
改
革
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
企

重
主
催
し
て
い
た
。
中
園
Y
W
C
A
で
は

一
九
二

O
(民
園
九
)
年
四
月
八
日
、

上
海
に
改
革
家
庭
委
員
舎
を
護
足
さ
せ
た
。

同
委
員
舎
の
目

ま
ず
教
舎
、
病
院
、
舎

的
は
家
庭
の
改
良
を
議
論
し
、
費
践
の
方
策
を
探
る
こ
と
に
あ
り
、
上
海
社
舎
に
お
け
る
家
庭
の
位
置
付
け
を
考
え
、

祉
、
謬
校
が
率
先
し
て
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
、
並
び
に
家
庭
改
革
の
要
貼
を
、
家
屋
の
清
掃
衛
生
、
女
性
と
児
童
の
衣
服
、
家
庭
の

(
鈎
)

改
革
、

家
庭
財
政
等
の
分
野
に
分
け
て
討
議
し
て

い
く
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
上
海
で
は
、

上
海
婦
女
舎
、
米
園
の
キ
リ
ス
ト

教
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
組
織
し
た
中
華
婦
女
節
制
舎
な
ど
が
類
似
の
家
庭
改
良
活
動
を
繰
り
贋
げ
、

『
申
報
』
に
も
随
時
そ
の
模
様
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。以

上
の
よ
う
な
女
性
慈
善
圏
韓
の
行
う
活
動
の
他
に
、
新
聞
紙
上
に
も
衛
生
観
念
の
啓
蒙
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
と
に



「
常
識
」
欄
の
衛
生
の
項
に
は
毎
日
、
梅
毒
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
チ
フ
ス
等
流
行
病
の
議
防
、
公
衆
道
徳
の
心

得
、
家
屋
、
市
街
の
清
掃
管
理
等
、
家
庭
も
し
く
は
個
人
レ
ベ
ル
で
可
能
な
衛
生
活
動
の
紹
介
が
な
さ
れ
、

一
九
二

O
年
(
民
園
九
)
六
月
一
日
『
申
報
』
に
「
常
識
」
欄
が
創
設
さ
れ
た
際
に
、

(

況

)

主
要
な
テ
l
マ
と
な
っ
た
。

「
衛
生
」
は
法
律
、
商
務
の
知
識
と
並
ん
で
、
紙
面
の

「
衛
生
は
強
種
強
族
の
要
」
と
う

た
わ
れ
た
。

し
か
し
衛
生
向
上
の
啓
蒙
運
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、
却
っ
て
現
貫
を
改
善
す
る
技
術
力
と
の
話
離
が
明
ら
か
に
浮
か
び
上
が
る

こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
衛
生
の
維
持
に
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
水
道
の
普
及
と
管
理
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
例
と
し

て
、
一
九
二

O
ハ
民
園
九
)
年
上
海
で
、
上
海
内
地
自
来
水
公
司
が
使
用
に
堪
え
な
い
水
質
の
汚
濁
を
見
過
ご
し
た
ま
ま
使
用
量
の
値
上
げ
を

(
M
M
)
 

は
か
っ
た
こ
と
に
劉
し
、
各
方
面
か
ら
衛
生
上
の
疑
念
を
訴
え
る
抗
議
を
受
け
て
い
る
。
家
庭
改
善
に
携
わ
っ
た
人
々
は
唇
蒙
活
動
だ
け
で
は

乗
り
切
れ
な
い
壁
を
見
る
し
か
な
か
っ
た
。
生
活
改
善
を
言
う
人
々
の
関
心
は
、
衛
生
知
識
の
普
及
に
不
可
飲
な
家
計
経
済
の
安
定
に
向
か
わ

こ
う
し
た
扶
況
の
中
で
、
中
園
の
中
産
知
識
青
年
は
さ
ら
に
新
た
な
局
面
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
賃
金
労
働
を
土
蓋
と
す
る
都
市
の

- 81ー

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
。

生
活
形
態
が
十
分
に
成
熟
し
て
彼
ら
の
理
想
を
賓
現
す
る
だ
け
の
基
盤
が
未
だ
打
ち
立
て
ら
れ
ず
に
い
た
こ
と
と
、
中
産
階
級
だ
け
で
な
く
労

働
者
層
の
問
題
が
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
ら
が
自
賛
し
た
時
に
始
ま
っ
た
。
五
四
運
動
を
経
た
都
市
の
青
年
層
に
と
っ
て
、

家
庭
の
も
つ
一
意
味
は
急
襲
し
て
い
く
。

一
九
ニ

0
年
代
に
入
っ
た
中
園
で
、
女
性
と
家
庭
、

そ
し
て
勢
働
と
い
う
要
素
は
い
か
に
か
か
わ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

女
性
の
第
働
と
新
し
い
家
庭
像
の
模
索
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近
代
工
業
の
成
立
に
よ
っ
て
家
庭
と
職
場
が
分
離
し
た
結
果
、
個
人
は
職
場
か
家
庭
か
い
ず
れ
か
一
方
に
比
重
を
置
い
た
生
活
を
営
む
こ
と

を
絵
儀
な
く
さ
れ
た
。
中
園
に
お
け
る
従
来
の
家
庭
相
酬
を
越
え
て
、
都
市
の
生
活
形
態
に
適
し
た
家
庭
を
築
く
上
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

っ
た
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の
は
ま
さ
し
く
「
附
労
働
」
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
知
識
屠
の
青
年
達
も
第
働
に
よ
っ
て
見
込
ま
れ
る
固
定
し
た
牧
入
の
中
で
竪
買
に
生
活
す
る
篤

に
、
社
舎
は
無
駄
な
く
質
朴
な
消
費
生
活
を
奨
勘
す
る
と
と
も
に
、
務
働
そ
の
も
の
を
神
聖
な
行
魚
と
見
倣
し
始
め
た
。
新
し
い
家
庭
像
の
形

成
は
、
州
労
働
を
い
か
に
位
置
付
け
る
か
が
要
貼
と
な
っ
て
い
く
。
又
、
都
市
に
お
け
る
努
働
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
社
曾
的
活

動
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
女
性
に
も
、
新
た
な
期
待
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
下
層
階
級
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
務
働
と
は
自
ら
の
生
存
に
不
可
避
の
行
震
で
あ
り
、
州
労
働
す
る
か
否
か
を
選
捧
す
る
徐
地
な
ど
あ

り
得
な
か
っ
た
。
ま
た
五
回
運
動
時
期
か
ら
一
九
二

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
上
海
等
で
は
工
場
州
労
働
に
従
事
す
る
女
性
献
労
働
者
数
の
増
大
と

い
う
現
象
が
見
過
ご
せ
な
い
ま
で
に
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
中
産
階
層
の
女
性
の
中
か
ら
も
、
そ
れ
ま
で
善
し
と
さ
れ
た
家
庭
の
存

在
意
義
を
疑
問
視
す
る
者
が
現
れ
始
め
た
。
そ
う
し
た
設
を
唱
え
た
人
々
は
、
家
族
制
度
を
経
済
構
造
と
密
接
に
闘
連
づ
け
、
封
建
的
農
業
経

慣
に
腰
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
家
族
制
度
は
、
工
場
第
働
者
の
出
現
以
後
の
祉
舎
で
は
嘗
時
代
の
遺
物
に
過
ぎ
な
い
と
宣
告
を
下
し
た
。

『
新
青
年
』
(
第
四
仰
を
第
一
一
抗
)
に
載
せ
ら
れ
た
陶
履
恭
「
女
子
問
題
」
は
、
社
曾
構
造
の
嬰
化
に
と
も
な

っ
て
女
性
問
題
が
緊
急
に
解
決
を

要
す
る
重
大
事
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
っ
た
与え
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
女
性
が
直
面
す
る
生
活
上
の
問
題
が
吐
曾
に
お
け
る
家
庭

- 82ー

の
役
割
の
襲
化
に
源
を
裂
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

昔
の
女
性
は
育
児
、

J

炊
事
、
裁
縫
を
唯
一
の
天
職
と
し
た
が
、
今
祉
舎
の
経
済
朕
況
が
麗
質
し
、
別
に
活
動
の
方
途
を
探
る
よ
う
に
な
っ

た
。
昔
の
女
性
は
家
庭
を
世
界
と
し
、
事
校
と
し
、
工
場
と
し
、
こ
こ
に
生
ま
れ
、
こ
こ
に
育
ち
、
こ
こ
に
数
え
を
受
け
、
こ
こ
に
第
働

し
、
こ
こ
に
老
い
死
し
て
、
礁
々
と
し
て
生
を
終
え
、
子
孫
を
残
す
こ
と
以
外
は
、

な
す
と
こ
ろ
は
た
だ
、
家
庭
経
済
の
必
要
と
す
る
と

こ
ろ
を
満
足
さ
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
今
日
大
工
業
が
勃
興
し
、
物
品
は
も
は
や
家
庭
に
産
せ
ず
工
場
に
産
し
、
女
性
は
も
は
や
家
庭
で

(

お

)

立
ち
働
か
ず
、
外
園
人
に
雇
わ
れ
る
c

家
庭
が
も
っ
ぱ
ら
消
費
の
舞
蓋
と
な
れ
ば
、
家
庭
を
中
心
と
す
る
女
性
の
生
活
も
襲
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
家
庭
を
自
ら
の
領
分
と
し
、
家

事
専
従
者
の
道
を
選
揮
す
る
こ
と
が
可
能
な
中
産
階
層
の
女
性
と
異
な
り
、
自
ら
牧
入
を
得
て
家
計
を
補
う
こ
と
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る
献
労
働
階



層
の
女
性
は
、
生
産
第
働
の
場
で
な
く
な
っ
た
家
庭
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
様
な
朕
況
を
と
ら
え
て
、

李
大
剣
も
ま

た
、
中
園
が
既
に
農
業
を
基
幹
と
す
る
経
済
構
造
を
善
し
と
し
た
時
代
と
告
別
す
る
時
を
迎
え
、
経
済
構
造
の
襲
化
は
取
り
も
直
さ
ず
思
想
の

出
現
動
を
導
く
こ
と
を
読
い
た
。

一
九
二

O
年
「
経
済
上
よ
り
中
園
近
代
思
想
獲
動
の
原
因
を
解
揮
す
る
」
に
お
い
て
李
大
創
は
、

現
在
経
済
上
の
塵
迫
に
よ
り
、
大
家
族
制
度
の
本
瞳
が
す
で
に
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
新
し
い
経
済
勢
力
に
伴
わ
れ
て
自
由

主
義
、
個
性
主
義
も
ま
た
家
庭
の
領
土
に
突
入
し
て
き
た
。
大
家
族
制
度
の
山
腕
壊
破
滅
は
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
で
あ
る
。
子
弟
が
親
傘
長

に
向
か
っ
て
解
放
を
要
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
親
等
長
も
子
弟
を
解
放
し
よ
う
と
し
つ
つ
あ
る
。
女
性
が
男
性
に
向
か
っ
て
解
放
を
要
求

す
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
も
ま
た
女
性
を
解
放
し
よ
う
と
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
経
済
上
の
困
難
の
た
め
に
、
家
長
も
彼
自
身

の
負
措
を
軽
減
し
よ
う
と
、
彼
ら
が
自
ら
活
動
し
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
農
業
経
済
時
代
は
、
彼
ら

は
一
つ
の
家
庭
の
中
に
包
括
さ
れ
る
の
を
質
に
有
盆
と
し
た
が
、
現
在
は
そ
れ
は
無
盆
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
煩
わ
し
い
足
手
ま
と
い
で

ハ
担
)

あ
る
と
さ
え
見
な
し
て
い
る
。
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と
述
べ
る
。
園
家
利
盆
へ
の
貢
献
と
い
う
貌
黙
か
ら
女
性
の
生
産
活
動
へ
の
参
加
を
肯
定
す
る
設
は
、
梁
啓
超
等
に
よ
っ
て
早
く
に
唱
え
ら
れ

ハ
お
)

て
い
た
が
、

一
九
二

0
年
代
を
迎
え
よ
う
と
い
う
時
期
の
中
園
で
は
、
都
市
に
お
け
る
大
家
族
制
の
崩
壊
と
女
性
献
労
働
者
の
出
現
は
、
経
済
構

造
の
出
演
化
に
麿
じ
て
生
じ
た
必
然
の
事
態
と
解
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
女
性
が
職
場
を
得
る
機
舎
は
、
劣
悪
な
工
場
第
働
に
従
事
す
る
以
外
、

ほ
と
ん
ど
期
待
が
も
て
な
か
っ
た
。
職
業
技
能
の
訓
練
を
受
け
た
経
験
も
な
く
、
職
場
も
見
つ
か
ら
な
い
女
性
は
袋
小
路
に
迷
い
込
む
し
か
な

い
寸
か
と
言
っ
て
家
庭
の
中
の
主
た
る
働
き
手
の
男
性
の
賃
金
だ
け
で
は
家
計
を
支
え
る
こ
と
が
難
し
い
階
層
で
は
、
女
性
を
家
事
に
専
従
さ

せ
無
牧
入
の
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
徐
裕
は
な
か
っ
た
。

年
に
教
育
部
が
表
し
た
女
子
中
事
校
に
簡
易
職
業
科
附
設
の
建
議
書
は
、

そ
こ
で
一
九
二

O
年
前
後
に
は
、
各
地
で
女
性
の
職
業
訓
練
を
目
指
し
て
、
職
業
事
校
設
立
の
計
重
が
持
ち
上
が
る
。

「
我
が
園
の
女
子
は
『
分
け
前
に
預
か
る
』
の
み
だ
と
世
の
そ
し
り

一
九
一
九
(
民
園
八
)

477 

を
受
け
る
ば
か
り
だ
、
が
川
女
子
は
分
け
前
に
預
か
る
の
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
他
に
遁
嘗
な
職
業
も
な
く
、
こ
う
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
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(
日
刊
)

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
嘗
時
の
女
子
職
業
教
育
の
現
肢
と
課
題
を
語
る
文
に
は
、
「
家
事
科
(
完
備
し
た
も
の
を
指
す
な

ら
〉
、
空
遁
科
(
郵
電
等
)
、
新
聞
科
、
一
商
業
科
、
事
校
管
理
科
、
看
護
科
、
行
政
統
計
科
等
、
設
置
向
学
科
の
範
圏
を
贋
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
以
上
の
各
科
は
現
在
は
ほ
と
ん
ど
必
要
な
さ
そ
う
だ
が
、
し
か
し
多
く
の
祉
曾
的
需
要
は
、
ま
ず
風
潮
を
作
り
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
の

(

幻

)

だ
。
吐
曾
的
需
要
が
生
ま
れ
た
時
に
供
給
す
る
手
立
て
が
な
け
れ
ば
、
機
舎
を
逸
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
女
性
が
現
買
に
職
を
得
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
、
女
性
に
聞
か
れ
た
職
種
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
ま
さ
に
、
都
市
に
お
け
る
女
性
の
賃
金
努
働
は
緒
に
も
就
か
な
い
段
階
に
あ
っ
た
。
中
産
階
層
の
女
性
の
就
労
の
機
舎
が
ほ
と
ん
ど
見
嘗

た
ら
な
か
っ
た
中
で
、
都
市
下
層
階
級
の
第
働
女
性
の
み
が
急
増
し
た
こ
と
は
、
州
労
働
篠
件
の
整
備
、
女
性
第
働
者
の
救
済
等
の
課
題
を
生
み

出
し
、
中
産
階
層
の
知
識
女
性
も
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
閥
心
を
排
う
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
の
生
活
か
ら
お
官
修
と
怠
惰
を
取
り
除
き
勤

勉
と
節
約
の
生
活
規
範
を
打
ち
立
て
る
必
要
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
以
下
に
そ
の
様
相
を
眺
め
て
み
た
い
。

一
九
二

0
年
代
前
期
、
中
園
の
都
市
部
で
は
、
知
識
人
家
庭
に
お
い
て
も
、
献
労
働
に
よ
る
賃
金
を
得
て
家
計
を
補
う
妻
或
い
は
母
親
を
稽
賛

す
る
気
分
が
生
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。

新
た
に
「
工
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生
産
機
能
を
喪
失
し
「
職
場
」
で
は
な
く
な
っ
た
家
庭
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、

場
」
と
い
う
職
場
に
吸
牧
さ
れ
て
行
く
勢
働
女
性
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
園
家
の
細
胞
と
し
て
の
家
庭
経
営
に
意
義
を
見
い
だ
し
、
女
い
で
は

務
働
女
性
に
先
ん
じ
て
女
擢
運
動
を
展
開
し
て
き
た
中
産
知
識
階
層
の
女
性
に
も
、
意
識
の
襲
革
を
促
し
た
。

既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
米
式
の
核
家
族
や
日
本
の
良
妻
賢
母
主
義
の
描
く
家
庭
像
に
理
想
を
求
め
た
人
々
は
、
中
園
の
家
父
長
制
大

家
族
主
義
に
は
反
捜
し
な
が
ら
も
、
家
庭
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
園
家
形
成
に
必
須
の
細
胞
と
見
な
し
て
い
た
。
だ
が
、
都
市
部
中

産
階
層
の
女
性
の
中
か
ら
は
、

五
回
運
動
の
鰹
験
を
契
機
に
家
庭
の
外
へ
と
活
躍
の
場
を
慶
げ
、
家
庭
外
の
役
割
を
果
た
し
た
い
と
い
う
要
求

が
既
に
芽
生
え
た
。
女
性
も
家
庭
に
縛
り
附
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
識
は
、

一
九
二
二
年
、
再
び
組
統
に
就
任
し
た
繋
元
洪
が
奮
園

舎
を
召
集
、

北
京
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
で
女
性
参
政
運
動
を
再
燃
さ
せ
た
。
こ

の
運
動
に
よ
っ
て
女
性
は
辛
亥
革
命
時
期
に
試
み
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
女
擢
運
動
を
や
り
直
し
、
参
政
権
の
ほ
か
に
財
産
権
、
教
育
権
を
手
に

議
舎
開
催
と
憲
法
制
定
を
宣
言
し
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
、



を
接
黙
と
し
、

入
れ
、
男
性
と
同
じ
職
業
に
つ
い
て
同
等
の
賃
金
を
手
に
し
、
社
曾
進
出
を
果
た
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
女
権
運
動
は
嘗
初
、
各
地
の
女
事
校

(
叩
山
)

北
京
)
、
女
擢
運
動
同
盟
舎
直
隷
支
部

や
が
て
各
地
匿
毎
に
女
性
の
連
合
組
織
で
あ
る
女
権
運
動
向
盟
舎
(
一
九
二
二
年
六
月

(

鈎

)

(
一
九
二
二
年
一

O
月
天
津
〉
、
上
海
女
擢
運
動
同
盟
曾
(
一
九
二
二
年
一

O
月
上
海
)
等
が
誕
生
し
て
い
っ
た
が
、
結
局
は
湖
南
、
新
江
の
省

(
川
制
)

議
舎
等
に
若
干
の
女
性
議
員
を
迭
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
以
外
は
、
見
る
べ
き
成
果
を
奉
げ
ら
れ
ず
挫
折
を
見
た
。

女
権
運
動
に
か
か
わ
っ
た
知
識
女
性
は
、
務
働
女
性
達
と
異
な
り
、
牧
入
を
得
る
た
め
に
は
是
が
非
で
も
就
第
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
階
層
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
女
権
運
動
は
、
相
躍
の
教
育
を
受
け
た
女
性
が
、
従
来
は
女
性
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
活
動

で
も
男
性
と
並
ん
で
同
等
に
こ
な
せ
る
と
い
う
自
信
に
後
押
し
さ
れ
、
自
分
の
能
力
に
見
合
っ
た
職
業
に
つ
く
権
利
を
う
っ
た
え
た
結
果
と
し

て
始
ま
っ
た
。
だ
が
、
都
市
生
活
の
中
で
、
拙
労
働
代
債
を
賃
金
で
得
る
と
い
う
牧
入
形
態
に
慣
れ
、
誰
が
ど
れ
だ
け
の
牧
入
を
家
庭
に
も
た
ら

す
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
知
識
女
性
は
勢
働
と
牧
入
と
い
う
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
牧
入
の
多
寡
が
家
庭
内
の
支
配
闘

係
を
決
定
し
、
無
牧
入
の
者
は
牧
入
を
も
た
ら
す
者
に
従
う
し
か
な
く
、
経
済
的
に
自
立
せ
ず
し
て
家
庭
内
で
濁
立
し
た
人
格
を
得
る
の
は
不
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可
能
と
い
う
認
識
が
、
贋
く
行
き
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
向
且
つ
、
教
育
に
よ
っ
て
男
女
卒
等
の
思
想
及
び
欧
米
に
お
け
る
女
性

の
祉
舎
進
出
を
進
め
る
萎
に
燭
れ
る
等
、
わ
ず
か
に
聞
い
た
戸
の
向
こ
う
に
社
舎
参
加
の
可
能
性
を
か
い
ま
見
た
が
故
に
、
今
回
の
女
権
運
動

の
不
振
は
、
中
産
知
識
女
性
に
な
お
一
層
の
閉
塞
感
を
加
え
た
。

一
方
、
女
権
運
動
に
か
か
わ
っ
た
知
識
女
性
の
傍
ら
で
、
キ
リ
ス

ト
教
圏
瞳
に
集
う
女
性
は
献
労
働
女
性
を
支
援
す
る
経
験
を
へ
て
賃
金
労
働

の
現
賓
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

女
擢
運
動
が
直
接
に
は
努
働
女
性
の
運
動
を
一
意
識
せ
ず
に
準
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
に
劃
し
、
キ
リ
ス
ト
教
舎
の
圏
韓
に
集
っ
た
女
性
た
ち
は

一
九
二

0
年
代
の
初
め
に
既
に
献
労
働
女
性
と
の
接
貼
を
見
い
出
し
て
い
た
。
彼
女
ら
の
運
動
は
、
一
九
二

0
年
代
宇
ば
ま
で
、
中
園
の
下
層
女

(

4

)

 

性
に
焦
黙
を
嘗
て
る
唯
一
の
活
動
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
瞳
の
中
で
も
、
慈
善
運
動
の
俸
統
の
上
に
苛
酷
な
工
場
第
働
に
従
事
す
る
貧
困

家
庭
の
女
性
を
支
援
す
る
活
動
を
率
先
し
て
手
掛
け
た
の
は
、
前
述
し
た
中
園
Y
W
C
A
で
あ
る
。

Y
W
C
A
は
本
来
、
瞳
制
と
の
衝
突
を
避

479 
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け
、
現
瞳
制
の
中
で
啓
蒙
活
動
、
慈
善
活
動
を
行
う
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二

0
年
代
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
倉
員
の

懇
親
と
慈
善
運
動
を
中
心
と
す
る
中
園
Y
W
C
A
の
性
格
に
愛
化
が
き
ざ
し
始
め
た
。

一
九
二

O
年
四
月
に
上
海
で
聞
か
れ
た
中
園
Y
W
C
A
の
大
舎
に
来
賓
と
し
て
出
席
し
た
王
正
廷
は
、

我
が
園
女
性
界
は
現
在
、
①
献
労
働
者
、
②
家
事
に
の
み
従
事
す
る
も
の
、
③
奪
修
堕
落
に
溺
れ
る
者
の
三
つ
に
匿
分
で
き
る
。
や
や
見
識

ち
一
位
舎
を
損
な
う
者
が
改
俊
に
つ
と
め
る
べ
き
事
も
、

(
必
)

舎
の
公
共
事
業
に
関
心
を
排
う
べ
き
で
あ
る
。

の
あ
る
も
の
は
、
献
労
働
者
を
重
硯
す
べ
き
こ
と
に
気
が
つ
き
始
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誠
に
好
ま
し
い
現
象
で
あ
る
。
一
般
の
お
官
修
に
堕

ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
愚
直
に
家
政
に
携
わ
る
だ
け
の
者
も
、
や
は
り
祉

と
述
べ
た
。
都
市
部
に
於
い
て
増
加
す
る
女
性
州
労
働
者
へ
の
支
援
の
必
要
を
認
識
し
つ
つ
あ
っ
た
中
園
Y
W
C
A
が
具
瞳
的
な
活
動
に
踏
み
出

す
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は

一
九
一
二
年
六
月
英
園
か
ら
Y
W
C
A
州
労
働
幹
事
の
ア
ガ
サ

・
ハ
リ
ソ
ン
を
迎
え
た
際
に
生
ま
れ
た
。

ロ
ン
ド
ン
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大
同
学
経
済
事
部
の
教
授
で
も
あ
っ
た
ハ
リ
ソ
ン
は
来
華
後
英
園
の
献
労
働
問
題
と
こ
れ
に
た
い
す
る

Y
W
C
A
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
中
園
に

お
い
て
も
Y
W
C
A
が
率
先
し
て
女
性
州
労
働
者
の
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
こ
の
ハ
リ
ソ
ン
の
働
き
か
け
に
薩
じ
て
、
中
園
Y

W
C
A
は
同
年
一

O
月
に
、
ス
イ
ス

・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
聞
か
れ
た
園
際
労
働
女
性
大
舎
第
二
回
代
表
大
舎
に
、
中
園
代
表
と
し
て
中
園
Y
W
C

(

川

町

)

A
全
国
協
舎
の
出
版
措
蛍
幹
事
で
あ
っ
た
程
椀
珍
を
波
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
程
腕
珍
は
上
海
の
中
西
女
塾
卒
業
後
に
米
園
に
留
事
、
開
園

し
て
か
ら
は
蘇
州
の
景
海
女
壌
で
の
教
員
生
活
を
経
た
後
上
海
で

Y
W
C
A
の
幹
事
を
携
嘗
、
同
時
に
『
申
報
』
の
女
性
記
者
と
し
て
も
活
躍

彼
女
は
、
渡
欧
後
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
曾
議
に
出
席
し
た
ほ
か

す
る
中
で
、
中
園
で
最
も
早
く
女
性
第
働
者
に
注
目
し
た
者
の
一
人
だ
っ
た
。

(

似

)
に
、
英
固
に
次
い
で
米
園
で
も
女
性
第
働
者
の
朕
況
を
覗
察
し
、
翌
二
二
年
の
開
園
後
は
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
中
園
に
お
け
る
女
性
努
働
者

は
中
園
Y
W
C
A
を
率
い
て
、

意
欲
を
示
す
と
と
も
に
、
州
労
働
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
な
い
階
層
の
中
に
も
、
家
庭
内
の
役
割
に
の
み
携
わ
る
女
性
に
謝
す
る
評
債
に
端
変
化
が
起

支
援
の
活
動
に
劃
し
て
具
盟
的
な
方
法
を
模
索
し
始
め
た
。
折
し
も
同
年
春
に
上
海
目
撃
紗
廠
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
護
生
し
た
際
に
は
、
程
腕
珍

(

必

)

ス
ト
を
決
行
し
た
女
工
支
援
に
嘗
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例
は
中
園
Y
W
C
A
の
第
働
者
支
援
へ
の



こ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
。

女
性
が
家
庭
の
外
で
牧
入
を
得
る
こ
と
を
支
持
す
る
風
潮
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
に
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
民
国
二
一
年
八
月
一
日

(

必

)

の
『
申
報
』
の
「
常
識
」
家
政
欄
に
は
「
余
君
の
家
庭
」
と
題
し
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
邑
「
余

君
」
を
彼
の
自
宅
に
訪
ね
、

そ
の
清
貧
を
潔
し
と
す
る
生
活
ぶ
り
を
稽
賛
し
、
世
の
模
範
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
記
事
に
よ
れ
ば

余
君
は
鯨
の
勘
間
四
千
所
所
長
に
奉
職
す
る
賃
金
生
活
者
で
あ
る
。
文
中
に
は
、
質
素
な
が
ら
清
潔
に
整
え
ら
れ
た
住
ま
い
の
様
、
端
然
と
し
た
暮

ら
し
ぶ
り
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
こ
の
余
君
の
家
庭
を
世
の
模
範
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
余
君
の
夫
人
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し

た
藍
染
木
綿
の
上
下
に
身
を
包
ん
で
客
で
あ
る
筆
者
を
出
迎
え
、
笑
み
を
た
た
え
て
上
品
に
立
ち
振
る
舞
う
彼
の
夫
人
は
、
一
童
僕
一
人
を
使
っ

て
家
事
を
取
り
仕
切
る
と
と
も
に
、
女
子
高
等
小
翠
校
の
教
員
と
し
て
月
に
二

O
串
を
得
て
、
毎
月
五

O
串
の
給
輿
を
得
る
余
君
を
助
け
て
家

計
を
支
え
て
い
た
。
夫
婦
の
牧
入
七

O
串
は
銀
元
に
換
算
す
る
と
三
五
元
に
満
た
な
い
。
夫
婦
二
人
で
子
供
が
い
な
け
れ
ば
、
ど
う
に
か
明
日
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の
食
費
を
憂
え
る
こ
と
な
く
暮
ら
せ
る
経
済
朕
態
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
つ
ま
し
い
家
庭
で
夫
の
牧
入
の
低
額
な
部
分
を
妻
が
賃
金

献
労
働
に
よ
っ
て
補
う
様
を
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。

主
た
る
働
き
手
で
あ
る
男
性
一
人
の
牧
入
で
家
族
全
員
が
生
活
す
る
の
は
も
は
や
無
理
と
い
う
認
識
は
祉
曾
に
贋
く、
浸
透
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
民
園
二
二
年
三
月
二

O
自
の
『
申
報
』
に
は
「
理
想
の
家
庭
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
中
流
理
想
の
衣
食
住
に
つ

い
て
、
華
美
を
排
し
文
雅
な
趣
味
と
子
女
の
数
育
を
重
ん
じ
、

生
活
衛
生
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
黙
を
列
翠
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
節

男
子
も
女
子
も
同
等
の
教
育
を
受
け
、
男
子
は
成
年
に
達
す
れ
ば
一
業
に
執
か
な
い
者
は
な
い
。
女
子
も
ま
た
、
育
見
に
携
わ
ら
ず
、
家

ハ
円
引
)

事
を
差
配
す
る
-
語
で
も
な
く
、
老
齢
で
な
い
者
で
一
業
に
携
わ
ら
な
い
者
は
な
い
。

を
書
か
れ
て
い
る
。

481 

女
性
も
牧
入
を
得
ら
れ
る
仕
事
に
つ
く
べ
き
と
い
う
考
え
は
理
想
の
家
庭
を
形
作
る
要
件
に
数
え
ら
れ
た
。
民
園
一
一
一
年
九
月
一
日
の
『
申



482 

報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
私
見
|
|
女
性
は
職
業
家
庭
を
築
く
べ
し
」
も
ま
た
、
既
婚
女
性
が
就
努
す
る
利
黙
を
数
え
上
げ
て
次
の
よ
う
に
記

す。

《
女
性
の
人
格
を
向
上
さ
せ
る
》

.・・略・
・・・

夫
と
子
が
破
産
或
い
は
不
幸
に
も
夫
折
し
た
と
き
、
女
性
は
お
の
れ
の
生
命
力
と
志
で
濁
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
人
の
牽
制
を
受
け

ず
、
寡
婦
と
な
っ
て
も
清
廉
で
恥
し
い
思
い
を
す
る
こ
と
も
な
い
。

《
男
子
の
負
措
を
軽
減
で
き
る
》

自
分
の
力
で
食
べ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
食
い
ぶ
ち
の
こ
と
で
他
人
を
煩
わ
さ
ず
に
済
む
。

家
に
徐
裕
が
あ
れ
ば
日
々
盆
々
護
展
し
、
女
子
の
た
め
に
食
い
つ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

《
い
か
な
る
家
庭
に
も
適
切
》

- 88← 

一
人
の
力
で
は
家
計
を
支
え
難
い
と
き
も
、
女
子
の
拙
労
働
に
よ
る
所
得
で
男
子
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

大
家
族
は
人
数
は
多
い
が
、
各
人
皆
に
そ
れ
ぞ
れ
政
入
が
あ
っ
て
、
懐
具
合
に
大
差
が
な
け
れ
ば
、

日
々
親
睦
の
情
が
増
す
。

小
家
庭
は
構
成
が
盟
十
純
な
の
で
、

《
工
業
界
最
大
の
補
助
》

た
ち
ま
ち
枚
入
が
増
加
し
安
定
が
保
た
れ
る
。

民
衆
の
責
任
を
男
女
が
均
し
く
措
う
。
蓄
躍
教
が
未
だ
改
め
ら
れ
な
い
う
ち
は
、

(
女
子
は
〉
自
室
で
工
塞
品
の
製
造
者
と
な
り
、
商
品

を
出
荷
す
る
。

中
略

男
子
が
褒
揮
で
き
な
い
力
を
(
女
子
が
〉
護
揮
す
れ
ば
、

工
業
界
に

一
異
影
を
放
つ
に
足
る
。

《
児
童
に
勤
務
精
神
を
授
け
る
の
に
有
益
》



男
子
は
外
を
治
め
、
女
子
は
内
を
治
め
る
と
い
う
が
、
胎
数
と
母
の
教
え
を
重
ん
じ
れ
ば
、
こ
の
読
も
今
や
覆
り
つ
つ
あ
る
。
お
よ
そ
祖

父
、
父
、
伯
叔
は
祉
舎
に
服
務
し
児
童
の
教
導
に
嘗
た
る
暇
が
な
い
。
母
及
び
姉
が
仕
事
を
し
つ
つ
見
童
に
事
ば
せ
れ
ば
、
工
業
の
製
造

(

必

)

に
は
必
ず
常
識
、
秩
序
、
知
恵
と
力
の
運
用
が
必
要
な
こ
と
を
、
児
童
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
け
る
。

奮
い
家
庭
制
の
否
定
後
、
新
し
い
家
庭
像
を
模
索
し
て
来
た
中
園
青
年
の
、

一
つ
の
蹄
着
賭
が
こ
こ
に
見
え
る
。
女
性
に
牧
入
が
あ
れ
ば
、

男
性
の
負
捨
を
軽
減
し
、
家
計
を
補
う
と
い
う
意
義
に
加
え
て
、
女
性
の
就
第
が
い
か
に
債
値
が
あ
る
か
と
い
う
貼
が
多
方
面
か
ら
強
調
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
本
来
家
庭
内
の
役
割
に
徹
し
得
る
階
層
の
女
性
に
も
就
第
を
促
し
、
夫
を
助
け
園
家
に
貢
献
す
る
美
徳
を
読
く
も
の
で
あ
る
。

日
本
型
良
妻
賢
母
や
ク
リ
ス
チ
ャ
γ

マ
ザ

l
・
ワ
イ
フ
を
受
容
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
中
園
で
は
、
中
産
知
識
女
性
が
労
働
女
性
に
近
づ
い

た
時
に
、
よ
う
や
く
よ
り
幅
貰
い
階
層
の
規
範
と
な
る
家
庭
像
の
誕
生
に
た
ど
り
着
い
た
。
座
食
す
る
女
性
を
家
庭
の
負
捻
と
感
じ
る
中
産
階

級
の
不
安
定
さ
は
、
彼
ら
を
上
昇
志
向
の
努
力
目
標
や
憧
慣
の
封
象
に
は
さ
せ
な
か
っ
た
。
民
園
時
代
の
教
育
家
稔
子
夷
は
嘗
時
、

中
等
程
度
の
家
は
、
職
業
界
で
生
計
を
は
か
る
。
彼
ら
の
境
遇
は
第
働
者
よ
り
は
晶
一
一
か
備
え
が
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
あ
れ
や
こ
れ
や
、

入
っ
て
く
る
分
だ
け
出
費
も
か
か
る
。
祉
舎
で
は
い
つ
の
世
も
、
長
補
を
着
る
よ
う
な
身
分
の
者
は
長
杉
薫
と
し
て
の
附
き
合
い
を
飲
か

す
詳
に
も
い
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
生
涯
苦
勢
す
る
の
は
献
労
働
者
と
同
じ
で
あ
る
。
幸
運
に
も
寒
さ
と
飢
え
は
克
れ
て
も
で
あ
る
。
た
と
え

謹
直
に
勤
め
、
中
年
以
降
僅
か
な
蓄
え
を
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
老
後
或
い
は
死
後
の
瞳
裁
を
な
ん
と
か
格
好
を
つ
け
ら
れ
る
だ

ハ
川
叩
)

け
だ
。
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と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
産
階
級
そ
の
も
の
が
、

自
ら
の
存
在
基
盤
に
安
定
を
見
い
だ
せ
な
け
れ
ば
、

に
比
べ
て
〉
こ
れ
が
中
等
女
性
の
生
活
と
な
る
と
こ
れ
が
う
っ
て
か
わ
っ
て
不
安
定
に
な
る
。
彼
女
ら
は
も
っ
ぱ
ら
結
婚
に
よ
っ
て
生
計
を
は

中
産
知
識
女
性
も
「
(
上
等
女
性

か
る
陳
腐
な
方
法
に
頼
ろ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
が
頼
り
に
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
彼
女
ら
は
し
ば
し
家
庭
を
離
れ
て
祉
舎
に
出
で
何
か
の
職
業

(

印

)

に
就
き
、
生
活
の
糧
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
L

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
と
な
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

483 
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お

わ

り

新
文
化
運
動
時
期
か
ら
一
九
二

0
年
代
牢
ば
に
か
け
て
、
中
園
知
識
青
年
が
、
ど
の
よ
う
な
家
庭
観
を
持
と
う
と
し
た
の
か
、
本
稿
で
は
そ

の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
き
た
。
強
固
な
停
統
的
な
家
庭
制
度
の
中
に
生
き
て
き
た
彼
ら
が
、
新
し
い
債
値
観
を
育
む
の
は
容
易
で
は
な
く
、
彼
ら

は
矢
鰭
ぎ
早
に
債
値
観
の
獲
化
に
見
舞
わ
れ
、
試
行
錯
誤
の
中
に
様
々
な
家
庭
論
と
封
時
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
嘗
初
、
日
本
並
び
に

欧
米
の
家
庭
を
模
範
と
し
て
新
た
な
家
庭
観
の
形
成
を
目
指
す
と
ζ

ろ
か
ら
出
護
し
た
。
夫
が
一
家
を
支
え
ら
れ
る
だ
け
の
賃
金
を
得
て
、
妻

が
使
用
人
を
置
か
ず
家
事
を
自
分
で
こ
な
す
核
家
族
が

一
つ
の
理
想
と
見
え
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
を
受
容
す
る
に
は
、
ご
く

一
部
の
階
層
の

者
に
し
か
篠
件
が
整
わ
な
か
っ
た
。
現
寅
に
は
父
親
ま
た
は
夫
の
牧
入
だ
け
で
家
族
全
員
の
生
活
を
保
謹
で
き
る
家
庭
は
ご
く
僅
か
し
か
存
在

し
な
か
っ
た
。
多
く
の
成
年
男
子
は
、
妻
も
労
働
に
よ
る
賃
金
を
得
て
家
計
を
助
け
、
家
族
を
男
性

一
人
で
支
え
る
負
携
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

- 90ー

た
基
盤
の
上
に
生
活
し
て
い
る
誇
で
は
な
い
と
い
う
不
安
感
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。

家
庭
に
は
州
労
働
に
よ
る
賃
金
牧
入
の
確
保
と
い
う
側
面
が
、
男
女
盤
方
の
側
か
ら
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
知
識
人
家
庭
の
イ

メ
ー
ジ
そ

と
を
求
め
た
。
特
に
五
四
運
動
を
経
て
中
園
が
お
か
れ
て
い
る
吠
況
に
認
識
を
新
た
に
し
た
知
識
措
層
の
中
に
は
、
彼
ら
が
決
し
て
確
固
と
し

一
九
二

0
年
代
牢
ば
ま
で
に
、
知
識
青
年
の
理
想
と
す
る

の
も
の
も
、
第
働
階
層
の
家
庭
に
接
近
し
始
め
る
。
中
産
階
層
の
女
性
に
劃
し
て
は
、
生
活
上
の
箸
修
を
戒
め
、
倹
約
を
説
く
啓
蒙
的
活
動
が

試
み
ら
れ
、
決
い
で
は
生
産
性
を
持
た
な
い
女
性
が
座
食
し
て
答
め
ら
れ
る
の
を
避
け
る
べ
く
、
務
働
に
携
わ
り
、
家
計
を
補
う
こ
と
の
美
徳

が
読
か
れ
た
。

ま
た
、
知
識
女
性
の
賃
金
努
働
は
、
現
買
に
家
計
を
補
助
す
る
と
い
う
目
的
に
加
え
て
、
彼
女
ら
に
と
っ
て
は
是
が
非
で
も
貫
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
削
ち
自
ら
牧
入
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
直
ち
に
夫
へ
の
経
済
的
従
属
を
想
起
さ
せ
、
家
庭
内
の
女

性
の
立
場
を
危
う
く
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
園
に
於
け
る
賃
金
労
働
時
代
の
幕
開
け
は
、
誰
が
ど
れ
だ
け
の
枚
入
を
家

庭
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
と
い
う
事
買
を
、
衆
目
の
前
に
公
然
と
見
せ
し
め
、
中
園
の
停
統
的
な
家
庭
観
の
崩
壊
は
、
牧
入
面
か
ら
個
人
を



の
支
配
関
係
を
決
定
す
る
要
因
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
る
数
果
を
護
揮
し
た
。
こ
の
現
象
に
中
園
の
男
女
は
鋭
く
反
麿
し
た
。
家
族
員
そ
れ
ぞ
れ
の
牧
入
の
有
無
は
、
家
庭
内

ま
た
、
同
じ
中
産
知
識
女
性
の
中
で
も
、
近
代
以
降
キ
リ
ス
ト
教
女
性
圏
瞳
等
を
一
核
と
し
て
、
家
庭
改
善
運
動
及
び
慈
善
活
動
に
携
わ
っ
て

き
た
人
々
も
、

一
九
二

0
年
代
牢
ば
頃
に
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
祉
曾
慶
草
を
貧
現
す
る
と
い
う
活
動
の
限
界
を
感
じ
つ
つ
あ
っ
た
。

向
且
つ
中
園
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
中
産
知
識
人
の
家
庭
生
活
は
欧
米
や
日
本
の
中
産
家
庭
で
理
想
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
複
雑
な
家
事
を
こ

ら
は
、

な
す
た
め
に
女
性
が
家
事
専
従
者
と
な
る
の
を
馨
し
と
す
る
献
況
を
生
み
出
し
て
は
い
な
か

っ
た
。
活
路
を
見
い
だ
せ
な
い
知
識
女
性
の
中
か

や
が
て
勢
働
女
性
を
支
援
す
る
こ
と
こ
そ
自
分
た
ち
の
使
命
と
見
な
し
、
第
働
女
性
を
中
心
と
す
る
女
性
運
動
を
推
進
す
る
道
を
選
ぶ

者
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
家
庭
に
劃
す
る
意
識
が
襲
容
し
て
い
く
中
で
、
中
園
の
女
性
は
中
産
知
識
層
か
努
働
階
層
か
を
問
わ
ず
、
賃
金

時
代
は
過
ぎ
去
り
、
そ
う
し
た
家
庭
の
措
い
手
で
あ
る
「
良
妻
賢
母
」
、

労
働
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
て
い

っ
た
。
中
産
階
級
の
理
想
を
具
睡
化
し
た
家
庭
像
が
豊
か
に
語
ら
れ
る

「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ワ
イ
フ
・
マ
ザ

l
」
も
ま
た
、
居
場
所
を
失
っ
て
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い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一
九
二

O
年
前
後
の
中
園
知
識
青
年
が
い
か
な
る
家
庭
観
を
育
も
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
た
が
、
こ
こ
に

ま
た
家
庭
の
中
の
個
人
と

確
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
現
買
の
家
庭
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
た
た
え
た
空
間
で
あ
っ
た
の
か
、

い
う
側
面
及
び
夫
妻
、
親
子
等
家
族
員
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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詰
(

1

)

女
土
託
統
員
「
論
婚
姻
自
由
的
関
係
」
(
中
華
全
園
婦
女
聯
合
曾
婦

女
運
動
歴
史
研
究
室
編
『
中
園
婦
女
運
動
歴
史
資
料
(
一
八
四
O
J
一

九
一
八
〉
』
一
九
九
一
年
中
園
婦
女
出
版
社
二
五
七
頁
)
。

ハ
2
)

履
夷
「
婚
姻
改
良
論
」
(
張
栴
・
王
忍
之
編
『
辛
亥
革
命
前
十
年
関

時
論
選
集
』
第
三
省
生
活
・
議
書
・
新
知
三
聯
書
庖
一
九
七
七
年

八
三
八
頁
〉
筆
者
は
従
来
の
婚
姻
制
度
の
弊
害
と
し
て
、
早
婚
、
資

買
婚
、
婚
姻
の
決
定
植
を
父
母
が
握
っ
て
い
る
こ
と
、
の
三
貼
を
あ
げ

る。
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(

3

)

「
家
庭
輿
数
育
」
(
『
天
義
』
第
一
一
、
一
一
一
各
合
刊
初
出
一
九

O

七
年
、
前
掲
『
中
園
婦
女
運
動
歴
史
資
料
(
一
八
四
九
J
一
九
一
八
)
』

二
六
五
頁
)
。

(

4

)

漢
一
「
設
家
論
」
(『
天
義
報
』
第
四
期
張
相

・
王
忍
之
編
『
辛
亥

革
命
前
十
年
開
時
論
選
集
』
第
二
各
生
活
・
讃
書

・
新
知
三
聯
害
庖

一
九
七
七
年
九
二
ハ
頁
)
。

(

5

)

小
野
和
子

「
五
四
時
期
家
族
論
の
背
景
」
(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研

究
所
共
同
研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
五
函

一
五
同
朋
合

一
九
九
二
年
〉
。

(
6
〉
新
文
化
運
動
時
期
に
は
「
民
主
と
科
皐
」
の
知
識
が
さ
ま
ざ
ま
に
中

園
に
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
家
庭
論
の
分
野
で
は
坂
元
ひ
ろ
子
氏
の

研
究
に
よ
っ
て
、
溶
光
日
寸
魯
迅
兄
弟
等
が
中
閣
に
お
け
る
優
生
皐
の

普
及
に
務
め
、
こ
れ
が
儒
数
主
義
的
父
権
制
度
を
攻
撃
す
る
武
器
と
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
を
検
詮
し
て
い
る
。
坂
元
ひ
ろ
子

「慾
愛
神
聖
と
民

族
改
良
の
「
科
拳
」

|
五
回
新
文
化
デ
ィ
ス

コ
l
ス
と
し
て
の
優
生
思

想
」
(
『
思
想
』
第
八
九
四
誠

一
九
九
八
年
)
参
照
。

(

7

)

清
末
か
ら
民
園
時
期
の
中
園
の
家
庭
制
度
に
闘
す
る
研
究
と
し
て

は
、
既
に
郵
偉
芯
『
近
代
中
園
家
庭
的
制
皮
革
』
(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
九
四
年
)
、
陳
議
茜
「
論
民
閣
時
期
城
市
家
庭
制
度
的
努
溢
」
(
『
近

代
史
研
究
』
一
九
九
七
|
二
)
、
周
叙
瑛
『
一
九
一

O
J
一
九
二

0
年

代
都
舎
新
婦
女
生
活
風
貌
|
以
《
婦
女
雑
誌
》
信
用
分
析
質
例
』
(
園
立

護
潟
大
祭
文
史
叢
刊
之

一
O
O
民
園
八
五
年
六
月
〉
、
張
玉
法
「
新

文
化
運
動
時
期
針
中
園
家
庭
問
題
的
討
論
、
一
九
一
五

一九一一一一一」

(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
近
世
家
族
輿
政
治
比
較
歴
史
論
文

集
』
民
図
八
一
年
)
等
が
あ
る
。

(

8

)

清
末
の
改
革
運
動
の
中
で
女
性
の
役
割
と
生
活
に
直
接
関
係
を
も
っ

も
の
は
、
女
子
の
皐
校
数
育
設
足
の
試
み
で
あ
ろ
う
。
一
九

O
七
年
、

風
宇
部
は
「
各
図
の
制
度
を
参
照
し」

て

「
女
子
小
皐
堂
一章一程
」
並
び
に

「女
子
師
範
皐
堂
章
程
」
を
奏
定
し
た
が
、
質
際
に
は
、
そ
の
内
容
か

ら
見
て
日
本
の
制
度
を
雛
裂
に
し
て
い
た
。
「
築
部
奏
詳
議
女
子
師
範

皐
堂
及
女
子
小
皐
堂
章
程
弁
一品一
草
程
」
に
つ
い
て
は
『
大
清
法
規
大
全
』

教
育
部
巻
九
「
女
子
準
堂
」
参
照
。

〈

9
〉
日
本
の
良
妻
賢
母
主
義
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
を

参
照
し
た
。
小
山
静
子

『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
(
勤
草
書
房

一

九
九
一
年
)
、
片
山
清
一

『
近
代
日
本
の
女
子
数
育
』
(
建
南
杜
昭
和

五
九
年
)
、
中
潟
邦
「
女
子
教
育
の
陸
制
化
|
良
妻
賢
母
主
義
教
育
の

成
立
と
そ
の
評
債
」
(
『
議
座
日
本
教
育
史
(
第
三
巻
)
近
代
目
/
近

代
田
』
第
五
章
昭
和
五
九
年
)
、
日
本
園
立
激
育
研
究
所
編
集

『
日

本
近
代
教
育
百
年
史
』
(
第
一
一一
J
五
巻
(
皐
校
数
育

一
J
一一一)

一
九
七

四
年
)
よ
り
女
子
数
育
に
闘
す
る
部
分
。

(ぬ
)
中
園
に
お
け
る
日
本
の
良
妻
賢
母
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
瀬
地

山
角
・
木
原
葉
子
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
良
妻
賢
母
主
義
|
近
代
社
舎

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
」

(
東
大
中
園
皐
舎
『
中
園
文
化
と
祉
舎
』

第
四
鋭

一
九
八
九
年
)
、
瀬
地
山
角
『
東
ア
ジ
ア
の
家
父
長
制
ジ

占
ン
ダ
!
の
比
較
社
曾
皐
』
(
動
草
書
房
一
九
九
六
年
)
、
挑
毅
「
中

園
に
お
け
る
賢
妻
良
母
言
設
と
女
性
観
の
形
成
」
(
『
論
集
中
園
女
性

史

』

吉

川
弘
文
館
一

九
九
九
年
〉
参
照
。
挑
毅
論
文
は
、
中
園
で

は
日
本
か
ら
取
り
入
れ
た

「
良
妻
賢
母
思
想
」
を
土
妥
に
「
賢
一
委
良
母

思
想
」
が
成
立
し
た
経
緯
を
述
べ
て
、
「
賢
妻
良
母
思
想
」
が
儒
敬
の

女
性
根
と
逢
っ
て
近
代
的
特
徴
を
持
つ

こ
と
、
し
か
し
日
本
の
良
妻
賢

- 92ー
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母
思
想
が
男
女
の
分
業
に
よ
る
生
産
放
率
の
追
求
に
根
差
し
て
い
る
の

と
異
な
り
、
中
閣
の
賢
妻
良
母
思
想
は
よ
り
深
く
民
族
危
機
或
い
は
愛

園
精
神
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
瀬
地
山

・
木
原
、
挑

論
文
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
日
本
か
ら
「
良
妻
賢
母
主

義
」
が
持
ち
込
ま
れ
た
後
、
術
語
の
用
法
に
統
一
を
敏
い
た
。
初
期
段

階
で
は
特
に
日
本
の
文
献
を
引
用
し
た
場
合
等
に
「
良
妻
賢
母
」
或
い

は

「
良
妻
」

「賢
母
」
の
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
場
合
と
、
以
後
中
園

で
通
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

「
賢
妻
良
母
」
及
び

「
賢
妻
」

「良

母
」
等
が
併
用
さ
れ
た
。
た
だ

「
賢
妻
良
母
」
と
い
う
術
語
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
は
未
だ
確
定
で
き
て
い
な
い
。
銚
論
文
で
は

「賢
妻
良

母
」
が
中
園
に
お
け
る
近
代
的
女
性
像
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
術
語
の
成
立
の
問
題
を
直
接
に
論
じ
る
も
の

で
は
な
い
の
で
、
引
用
し
た
資
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
、
適
宜

「良
妻
賢
母
」
或
い
は

「
賢
妻
良
母
」
等
の
語
を
用
い
た
。

(
日
)
陳
銭
愛
深

「賢
母
氏
輿
中
園
前
途
之
闘
係
」
(
『
新
青
年
』
第
二
巻

第
六
続
)
。

(
臼
〉
同
右
。

(
日
〉
梁
華
蘭

「女
子
数
育
」
(
『
新
青
年
』
第
=
一
巻
第
一
銃
)
。

(

H

)

亥
世
凱
の
褒
揚
燦
例
及
び
修
正
褒
揚
候
例
に
つ
い
て
は
、
小
野
前
掲

論
文
五
四
J
五
五
、
六一一
一J
六
四
頁
参
照
。

〈
日
〉
前
掲
挑
論
文
〈
一
一
一
五
J
六
頁
)
に
は
、
日
本
の
良
妻
賢
母
が
工
業

化
社
舎
に
お
け
る
殺
率
の
追
求
を
背
景
に
成
立
し
た
の
に
封
し
、
中
園

の
賢
妻
良
母
は
愛
圏
を
前
提
に
登
場
し
た
た
め
に
、
女
性
の
祉
曾
参
加

の
道
を
封
じ
る
力
が
相
封
的
に
弱
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
裏
を
返
せ
ば
、
数
率
的
な
工
業
生
産
を
追
求
す
る
燦
件
が
未
だ
整
わ

な
か
っ
た
中
園
で
は
、
日
本
の

「
良
妻
賢
母
」
の
中
か
ら
、
男
性
賃
金

給
輿
所
得
者
と
一
封
の
存
在
と
し
て
の
側
面
を
切
り
落
と
し
、
中
園
の

事
情
に
遁
臆
す
る
部
分
だ
け
を
採
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

(
日
)
陳
以
盆
「
男
傘
女
卑
輿
賢
妻
良
母
」
〈

一
九
O
九
年
『
女
報
』
前

掲
『
辛
亥
革
命
前
十
年
間
時
論
選
集
』
第
三
巻
四
八
二
頁
所
牧
生

活

・
讃
書

・
新
知
三
聯
書
庖
一
九
七
七
年
)
。

(
口
)
前
掲
小
野
論
文
参
照
。

(
国
)
『
新
青
年
』
が
企
貧
し
た

「女
子
問
題
」
欄
に
女
性
讃
者
か
ら
最
初

に
寄
せ
ら
れ
、

『
新
青
年
』
第
三
巻
第
四
抗
に
奥
虞
の
妻
曾
蘭
の
署
名

で
掲
載
さ
れ
た
革
新
的
な
投
書
「
女
権
卒
議
」
の
執
筆
と
、
奥
虞
・
曾

蘭
夫
妻
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
掲
小
野
和
子
論
文
を
参
照
。

(
凶
)
産
業
革
命
以
後
、
次
第
に
力
を
つ
け
て
き
た
中
産
階
級
の
家
庭
に
つ

い
て
は
以
下
を
参
照
。

ジ
ャ
ン

・
ラ
ボ
l
著
・
加
藤
康
子
誇
『
フ
ェ
ミ

一
ズ
ム
の
歴
史
』

(
新
評
祉

一
九
八
七
年
〉
、
サ
ラ
エ
ヴ
ァ
ン
ス
著

・
小
槍
山
ル
イ
他

誇
『
ア
メ
リ
カ
の
女
性
の
歴
史
』
〈
明
石
蓄
広
一
九
九
七
年
)
、

「
近

代
的
女
性
|

一
九
二

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
イ
ル
」

(
G
・デ

ュ
ピ
ィ
、

M
・ベ

ロ
l
監
修
『
女
の
歴
史
V
』
第
2
章
藤
原
書
広

一
九
九
八
年

一
一一一
一一
J
一
五
五
頁
〉
。

(
却
〉
陶
毅
「
関
子
越
女
士
自
例
以
後
間
言
論
」
(
一
)
(
中
華
全
園
婦
女
聯

合
曾
婦
女
運
動
歴
史
研
究
室
編
『
五
四
時
期
婦
女
問
題
文
選
』

生

活
・
讃
書
・
新
知
三
聯
書
広
一
九
八
一
年
)
二

O
二
頁
、
仲
明
「
関

子
越
女
士
自
例
以
後
的
言
論
」
(
二
〉
(
向
上
)
二

O
四
頁
。

(
幻
)
『
新
青
年
』
第
三
巻
第
三
説
、
高
素
素
「
女
子
問
題
之
大
解
決
」
。

(
幻
)
末
次
玲
子

「
中
園
に
お
け
る
父
権
家
族
改
革
と
キ
リ
ス
ト
教
ハ
一
九
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一
一
一
|
一
九
四
九
年
〉
」
(
『
中
園
女
性
史
研
究
』
第
5
挽
一
九
九
四

年
)
四
頁
。
基
督
数
の
家
庭
観
は
、
本
質
的
に
は
儒
教
の
読
く
と
こ
ろ

と
同
じ
く
父
権
的
家
族
主
義
を
奉
じ
る
と
い
う
共
通
黙
を
持
っ
て
い

た。

(
お
)
李
卒
「
新
青
年
的
家
庭
」
(
『
新
青
年
』
第
二
巻
第
二
競
)
。

(
山
台
孫
鳴
瑛
「
改
良
家
庭
輿
園
家
有
密
接
之
関
係
」
(
「
新
青
年
』
第
三
巻

第
四
挽
)
。

(
お
〉
談
枇
英
『
中
園
婦
女
運
動
史
』
一
六

O
頁。

(
お
〉
『
申
報
』
民
図
一

O
年
七
月
一
九
日
。

(
幻
)
『
申
報
』
民
圏
一
一
年
六
月
一
一
六
日
。

(
お
〉
『
申
報
』
民
圏
一
一
一
年
四
月
一
一
一

O
目。

ハ
m
m
)

中
閣
に
お
け
る
Y
W
C
A
の
活
動
に
つ
い
て
は
前
掲
末
次
論
文
一

O

J
一
二
頁
等
参
照
。

(
ぬ
)
『
申
報
』
民
園
九
年
一
一
一
月
一
一
一
一
目
、
四
月
七
、
九
日
。

(
紅
)
『
申
報
』
民
園
九
年
六
月
一
日
「
常
識
」
欄
。

(
m
M
)

『
申
報
』
民
園
九
年
一
月
一
一
日
、
二
一
日
、
同
年
四
月
九
日
。
一

九
二

0
年
代
ま
で
の
上
海
の
水
道
事
情
に
つ
い
て
は
、
丁
目
初
主
編

『
上
海
近
代
経
済
史
』
(
第
二
巻
一
八
九
五
|
一
九
二
七
上
海
人

民
出
版
社
一
九
九
七
年
〉
=
一
七
四
J
七
六
頁
参
照
。

(
お
)
陶
履
恭
「
女
子
問
題
」
(
『
新
青
年
』
第
四
巻
第
一
一
抗
)
。

(
鈍
)
李
大
剣
「
由
経
済
上
解
稗
中
園
近
代
思
想
獲
動
的
原
因
」
(
一
九
二

O
年
『
新
青
年
』
第
七
巻
二
鋭
)
、
中
華
全
園
婦
女
聯
合
禽
婦
女
運
動

歴
史
研
究
室
編
『
五
四
時
期
婦
女
問
題
文
選
』
(
一
四
八
頁
生
活
・

議
書
・
新
知
三
聯
書
広
一
九
八
一
年
)
所
枚
。

(
お
〉
梁
啓
超
「
女
拳
」
(
飲
氷
室
集
〉
。

(
お
〉
『
教
育
公
報
』
第
六
年
第
七
競
「
教
育
部
容
各
省
区
魚
女
子
中
皐
校

可
附
設
簡
易
職
業
科
文
」
(
現
金
値
圭
・
童
富
勇
・
張
守
智
編
『
中
園
近

代
教
育
史
資
料
匿
編
質
業
教
育
師
範
教
育
』
巻
上
海
敬
育
出
版
社

一
九
九
四
年
一
九
九
頁
〉
所
枚
。

(
幻
〉
楊
都
聯
「
中
園
女
子
職
業
数
育
之
経
過
及
現
況
」
(
『
数
育
輿
職
業
』

一
九
二
二
年
四
月
三

O
日
第
三
五
期
前
掲
『
中
園
近
代
数
育
史
資

料
陸
編
質
業
数
育
師
範
教
育
』
巻
三
九
四
頁
〉
。

(
お
)
「
北
京
女
権
運
動
向
盟
曾
宣
言
」
(
中
華
全
園
婦
女
聯
合
曾
婦
女
運

動
歴
史
研
究
室
編
『
中
園
婦
女
運
動
歴
史
資
料
一
九
一
一
一
|
一
九
二

七
』
人
民
出
版
社
一
九
八
六
年
刊
五
八
頁
)
。

(
m
m
)

「
上
海
女
権
運
動
同
盟
曾
請
願
書
」
(
同
右
六
三
頁
)
。

(
必
)
中
園
の
女
権
運
動
に
つ
い
て
は
、
中
華
全
園
婦
女
連
合
曾
編
著
、
中

園
女
性
史
研
究
曾
編
謬
『
中
園
女
性
運
動
史
一
九
一
九
J
一
九
四

九
』
(
論
創
社
一
九
九
五
年
)
一

O
八
J
一
一
七
頁
参
照
。

(
川
悦
〉
嘗
時
渡
足
し
た
ば
か
り
の
中
園
共
産
禁
の
婦
人
部
部
長
で
あ
っ
た
向

鵬首
予
が
上
海
の
女
性
労
働
者
の
ス
ト
が
失
敗
し
た
後
に
書
い
た
「
中
園

最
近
の
女
性
運
動
」
で
は
、
努
働
女
性
の
運
動
、
女
権
運
動
及
び
参
政

運
動
と
並
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
鐙
が
主
催
す
る
運
動
に
言
及
し
、
キ

リ
ス
ト
数
圏
鐙
は
嘗
時
の
中
園
で
、
附
労
働
女
性
支
援
に
針
し
唯
一
有
数

な
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
記
述
し
て
い
る
。
(
一

九
二
三
年
向
警
予

「
中
園
最
近
的
女
性
運
動
」
(
中
華
全
園
婦
女
聯
合
曾
婦
女
運
動
歴
史

研
究
室
編
『
中
園
婦
女
運
動
歴
史
資
料
』
(
一
九
二
一
|
一
九
二
七
)

一
九
八
六
年
刊
)
八
六
頁)。

(
必
)
『
申
報
』
民
園
九
年
四
月
十
七
日
上
海
で
聞
か
れ
た

Y
W
C
A
の

大
曾
に
来
賓
と
し
て
出
席
し
た
王
正
廷
の
談
話
。
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〈
必
〉
『
申
報
』
民
図
一

O
年
六
月
八
日
「
女
青
年
禽
祉
舎
服
務
部
歓
迎

曾」。

(
必
〉
程
腕
珍
の
図
際
女
子
労
働
舎
大
舎
へ
の
波
遣
に
つ
い
て
は
、
『
申
報
』

民
国
一

O
年
七
月
二

O
日
「
園
際
女
子
労
働
舎
之
中
園
代
表
」
、
民
園

一
O
年
一
一
一
月
一

O
日
「
蔦
園
婦
女
労
働
大
舎
消
息
」
、
民
園
一
一
年

一
月
二

O
日
「
程
腕
珍
女
土
之
遊
欧
露
」
等
参
照
。

(
必
)
『
申
報
』
民
園

一
一
年
五
月
二
四
日
「
目
撃
紗
廠
罷
工
四
誌
」
、
五

月
二
八
日
「
目
撃
紗
廠
岡
田
工
八
誌
」
。
程
腕
珍
の
指
導
し
た
一
九
一
一
一
一

年
春
上
海
に
お
け
る
女
工
ス
ト
、
及
び
そ
の
後
の
五
三
O
運
動
に
至
る

一
連
の
経
緯
に
関
し
て
は
佐
藤
明
子

「
五
・
三
十
運
動
に
お
け
る
中
園

婦
人
」
(
『
史
海
』
二
七
挽

一
九
八
O
年
)
参
照
。
ま
た
女
性
工
場
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
小
野
和
子

「奮
中
園
に
お
け
る
『
女
工
哀
史
』
」

(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
五

O
崩

昭

和

489 

五
二
年
〉
、
同
『
中
園
女
性
史
太
卒
天
園
か
ら
現
代
ま
で
』
(
卒
凡
枇

遺
書
六

一
一
九
七
八
年
)
第
六
章

「
め
ざ
め
る
女
工
た
ち
」

参
照
。

(
必
)
『
申
報
』
民
園
一
一
一
年
八
月
一
日
(
「
常
識
」
家
政
欄
〉

「余
君
之
家

庭」。

(
釘
〉
『
申
報
』
民
園
一
三
年
三
月
二
O
日
「
常
識
」
家
政
欄
)
「
理
想
的

家
庭
」。

(
必
)
『
申
報
』
民
圏
一

二
年
九
月
一
日

(
「
常
識
」
家
政
欄
)
「
婦
女
腹
組

織
職
業
家
庭
之
我
見
」
。

(
川
相
)
稔
子
夷
「
生
活
的
雨
方
面
」
(
「
生
活
』
第
一
巻
二
七
競
民
園
一
五

年
生
活
週
刊
社
刊
所
枚
)
。

(印〉

一
九
二
二
年
一
月
王
禽
悟

「中
園
婦
女
運
動
的
新
趨
向
」
(
中
華
全

園
婦
女
聯
合
曾
婦
女
運
動
歴
史
研
究
室
編
『
中
園
婦
女
運
動
歴
史
資

料
』
(
一
九
二

一
J
二
七
〉

三一

頁
J
三
四
頁
)。
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versions of the Shｕｏ ｍｏ.the Manchu edition is the most faithful to the

original sources. In second half of this article,ｌ employ the Manchu text of

the Shｕｏ ｍｏto examine the relationships of the Qing, Oyirad (dGaリdan),

Qalq-a, and Tibet in the second half of the 17th century. As ａ result, it

has become clear that the parties involved relied on the conception of

Buddhist government,　ｄｏｒｏｓhaiin　ｉｎManchu, entailing ａ“politics based

on the teaching of the Dalai Ｌａｍａ”before acting in various cases, such as

when the Kuriyen belciger meeting was held to bring peace to the Qalq-a

and Oyirad in 1686, when an incident arose as the Qalq･a high priest

rje-btsun dam-pa was attacked by dGa' ldan of the Oyirad there, when there

were negotiations between dGa' Idan and emperor Kangxi康煕regarding

rje-btsun dam-pa's flight to Qing, when the negotiations broke down and

Qing and dGa' ldan went to war, and when the two sides made peace.

This amounts to further evidence to support this author's previously stated

position that the“Tibetans, Mongolians, and Manchus shared ａ realm that

may best be termed the world of Tibetan Buddhism in the 17th century".

THE VOICES OF YOUNG INTELLECTUALS CONCERNING

　　　

THE IMAGE OF THE FAMILY IN THE EARLY

　　　

REPUBLICAN PERIOD： FOCUSING ON THE XIN

　　　　　　

ＱＩＮＧＮＩＡＮ新青年ANDＳＨＥＮＢＡＯ申報

　　　　　　　　　　　　　

NiSHIKAWA Mako

　　

Around the decade of the 1920s, the struggle to establishthe image of

the family was ａ pressing issue for the youthful intelligentsiaof urban

China. They firstchose the image of the family that was ｅχpounded in

the Japanese“ideology of good wife and wise mother” 良妻賢母主義as their

model. This was due to the factthat Japan had taken the lead on the path

to industrial development at the time, and it was thought copying Japan

would be most efficacious.　However, thisimage of the family, very similar

at firstglance to that advocated by Confucianism, had in the end to be

rejected by progressive youth.

　　

At firstthe modern Western, Protestant model of the family also
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seemed to sｅr゛ｅas an attractivemodel for the youthful intelligentsiaof

China.

　

The family, composed ofａ nuclear family freed from the bonds of

the extended family, with a husband working industriously at a job, which

provided a steady income, and the wife firmly managing the household,

was accepted with enthusiasm. However, those who actually established

such families were but an ｅχtrememinority; the vast majority expected that

the wife too would find work and bring home an income｡

　　　

The dawning of the age of wage-labor in China made the reality of

just who brought how much income into the household clearto one and all.

Chinese men and women reacted sharply to this phenomenon.　The income

or the lack thereof provided by each family member was seen as the

determiner of family authority｡

　　　

Only

　

when

　

middle-class women　approached　working women in　３

China that had been unable to accepted either the Japanese-constructed

image of good wife and wise mother or the Christian image of the mother

and wife was an image of the family based on norms of a broader social

classborn. It was in this fashion that by the second half of the decade of

the twenties, both men and women had come to value the　notion　of

securing an income through wage labor as part of the image of the ideal

family of the youthful intelligentsia,and the influence of the working-class

households deeply imbued the image of the family of the intellectuals.

ON THE PROCESS OF CREATING Ａ HISTORY DURING

　　　　　　　　　

－

　

THE MAMLUK PERIOD IN THE LATE-FIFTEENTH

　

CENTURY―THROUGH AN EXAMINATION OF 'ABD

　　

ＡＬ･BASIT AL-HANAFl'S DESCRIPTION OF THE

YEAR ８４８Ａ．ＨべAPRIL ２０，1444 TO APRIL 8，1445 C.Ｅ.)

　　　　　　　　　　　　

KIKUCHI Tadayoshi

　　

Many historians appeared during the later Mamltik period and they

have left us various works. However, criticalevaluations of these works

and a consideration of the interrelationship of the works has not
been

ｃｌａ琵ledto this point due in part to limitations on access to sources｡
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